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１ 用語解説 
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【あ行】 

遺伝子組換え生物 

ある生物が持つ有用な遺伝子を取り出して、それをほかの生物に組み込み新たな性質を

持たせた生物をいう。遺伝子組換え技術は、医薬品の製造、作物の品種改良など利用が広

がりつつある。 

次々に新しいタイプの遺伝子組換え生物が創出されるなかで、遺伝子組換え生物による

生物多様性への影響を防止することを目的としたカルタヘナ議定書が、2001 年 1 月に採択

された。これは遺伝子組換え生物を輸出入する際の手続きに関して国際的な枠組みを定め

たもので、輸入国は輸入に先立ってリスク評価を行うこと、輸出者に対して輸出先への事

前通報義務を課すことが求められている。 

日本では同議定書に対する国内処置として、2003 年 6 月に「遺伝子組換え生物等の使用

等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）が公布され、翌年 2 月

から施行されている。同法において、遺伝子組換え生物の使用等については、生物多様性

影響（野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多

様性影響）を評価し、生物多様性に影響を生じるおそれがない場合に国が承認することと

されている。生物多様性影響は具体的には、 

① 遺伝子組換え農作物が、農耕地以外の生態系に侵入して、その繁殖力の強さ等によ

り、在来の野生生物を駆逐してしまうこと 

② 遺伝子組換え農作物が近縁の野生種と交雑して、野生種が交雑したものに置き換わ

ってしまうこと 

③ 遺伝子組換え農作物が作り出す有害物質によって周辺の野生動植物や微生物が死滅

してしまうこと 

などを想定している。 

 

移入種 

 自然分布域の外に（人為的に）導入された生物の種、亜種を言う（外来種と同義）。最近

では外来種という言葉の方が使われている。移入という言葉は移入・移出という日常の言

葉として広範囲に使われており、個体群の自然分布拡大の場合にも使われることもある。

ここでは人為による分布拡大であることを明確にするために外来種という言葉を用いるこ

とにした。 参考＞外来種 
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エコツーリズム 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然

環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり方（第三次生物多様性国家戦略より引用）。 

 

【か行】 

外来種 

 自然分布域外に（意図･非意図的を問わず人為的に）移動させられた種、亜種、あるいは

それ以下の分類群をさし、その移動先で、生存し繁殖することができるものをいう。 

 外来種の内で、その存在が移動した先でその場所の生物多様性を脅かすものを侵略的外

来種という。外来種はその起源によって、国内外来種と国外外来種に分けられる。 

 

回廊（コリドー） 

 一般的には、互いに離れた野生動物の生息地間を結ぶ経路のことをいう。鳥や昆虫など

の移動経路として機能している樹林帯や、水生生物の移動経路として機能している河川・

用水路などは、回廊（コリドー）といえる。分断化が進む野生生物の生息地を結ぶことに

より、個体群の孤立化の防止や地域的に絶滅した種の再導入に役立ち、地域の生物多様性

保全上重要な機能を果たす。 

 

環境直接支払い 

 国や地方公共団体等から、農家に直接支払われる補助金等で、特に環境保全の観点から

行われるものをいう。ドイツ、フランスをはじめヨーロッパ諸国では、農業と環境や野生

生物との密接なかかわり及びその重要性の認識から、経済的生産性とは切り離した農家へ

の支援対策（デカップリング）が制度化されており、その後これは世界的な広がりを見せ

ている。この制度においては、野生生物の生息・生育場所の保全をはじめ様々な環境保全・

自然保護に即した農地・農業に対しては国民的合意の基に直接支払いを充実させており、

農家収入の 50～70％がこの制度によって支えられている状況もある。 

 日本においても 1999 年の「食料・農業・農村基本法」の制定以来、農業・農村の多面的

機能の発揮等への対策が重要視されてきているが、千葉県においてはこれに先んじた 1997

年、地域で培われた農村の健全で豊かな自然・文化を尊重し継承することを目標にした「千

葉・新ふるさとづくり：千葉県農業・農村整備環境対策指針」を策定している。2007 年度

からは国、県、市町村が一体となった農家や市民の地域ぐるみの共同活動に対する支援制

度「農地・水・環境保全向上対策」が開始された。 
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グリーンツーリズム 

 農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在

型の余暇活動（第三次生物多様性国家戦略より）。 

 

グリーン・ブルーツーリズム 

グリーン・ブルーツーリズムとは、都市の人々が農山漁村の民宿やペンションに宿泊滞

在して、農山漁村生活や農林漁業体験を通じ地域の人々と交流したり、川や海・田園景観

などふるさとの風景を楽しむ余暇活動のことをいう。 

 

ＫＪ法 

 文化人類学者の川喜多二郎氏が考案したデータの取りまとめのための手法。1 つのデータ

を 1 枚のカードに要約して記入し、そうして作成した多くのカードの中から類似したカー

ドを集めてグループ化し、図解し、文章としてまとめていく。 

 

個体群 

 ある空間内に生育・生息する同じ種の個体の総体。したがって、「個体群」は種の存在の

具体像であり、個体や、複数種の個体群の集合体としての群集とならんで、生物の存在様

式を規定する基本単位の一つとみなされる。 

 

【さ行】 

再生 

 本来の姿が損なわれた自然環境を、自然の回復力や人為的な措置（造成、植栽等）によ

って、望ましい状態をつくりだすこと（回復・修復すること）。 

 

サステナブルツーリズム 

 「持続可能な観光」という意味で、地域にある自然・文化・歴史遺産などを活用し、環

境の保全、地域コミュニティの維持、長期的な経済的利益を達成することを目指すもの。

その形態により、グリーン・ブルーツーリズム（農山漁村での滞在型余暇活動）、エコツー

リズム（地域の自然を楽しみ、理解する観光）、ヘルスツーリズム（治療・療養のほか、ス

トレス解消、体力増強など健康増進を目的とした旅行）などがある。 

 

里海 

 昔から豊かな海の恵みを利用しながら生活してきている、里山と同様に人のくらしと強

いつながりのある地域を里海と呼ぶ（第三次生物多様性国家戦略より）。 
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里沼 

 本戦略では、里山と同様に、人のくらしと強いつながりのある湖沼、池沼を「里沼」と

呼ぶこととする。池沼、ため池は、里山の要素であるが、印旛沼と手賀沼は生物多様性か

らも、人の生活からも特筆すべき存在であることから、特に里沼として取り上げた。 

 

里山 

 里山という言葉は、江戸時代の林業政策に関する文書にその源泉を辿ることができる。

その中で里山は農民に森林利用を許可する山とされていた。 

 里山という用語は、近年広く使われるようになったが、統一した概念があるわけではな

い。ここでは田畑を含む農村集落と農村周辺の山林（農用林）の自然のセットをさして里

山と呼ぶことにする。この概念は｢里やま｣と表現されるものと同一である。 

 里山は、関東地方の平地部ではクヌギやコナラ、シイといった広葉樹による林を伴う。

このような林は、薪、炭の供給や落葉による堆肥づくりなど、地域の経済活動と密着して

いたが、石油エネルギーへの転換、また開発や防災事業によって環境が激変したり、失わ

れているのが現状である。さらに千葉県の里山には谷津田という、小規模で湧水を水源と

する湿田が数多くあったが、圃場整備や宅地開発、耕作放棄などでその姿を大きく変えつ

つある。そのため、日本人にとって原風景とも言える里山の景観、里山生息していたさま

ざまな生物も絶滅･消滅の危機にある。 

 

資源 

 人間の生活や産業等の諸活動の為に利用可能なものをいう。広義には人間が利用可能な

領域全てであり、狭義には諸活動に利用される原材料をさしていう。 

 

自然再生事業 

 自然再生事業は、過去に失われた自然を積極的に取り戻すことを通じて生態系の健全性

を回復することを直接の目的としている。具体的には、直線化された河川の蛇行化による

湿原の回復、都市臨海部における干潟の再生や森づくりなどをあげることができる。自然

再生事業は、単に景観を改善したり、特定の植物群落を植裁するというのではなく、その

地域の生態系の質を高めひいてはその地域の生物多様性を回復していくことに狙いがある。

また、地域固有の生物を保全していくためには、核となる十分な規模の保護地域の保全と

ともに、生息生育空間のつながりや適正な配置を確保していく生態的ネットワークの形成

が重要だが、自然再生事業は、この生態的ネットワークを形成していく上でも有効な手段

となる。なお、この自然再生事業は、人為的改変により損なわれる環境と同種のものをそ

の近くに創出する代償措置として行うものではない。自然再生事業の実施には、科学的デ
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ータを基礎とする丁寧な準備･作業と多様な主体の参画と連携が重要である。 

 

自然資源 

 自然界に存在し、利用可能な資源を自然もしくは天然資源という。自然資源の多くは、

地球誕生以来存在し膨大な量ではあるものの決して無尽蔵ではない。産業革命以降、人類

はあらゆる自然資源を搾り取って活用することで産業を成り立たせてきた。その自然資源

も近い将来枯渇するといわれている。その最たる物が原油である。今後、海底資源や未開

発地の資源の捜索など、多大な困難が伴い経済的に非効率な開発が必要となることも予測

される。このため、資源の再生利用を積極的に進めようとする動きがある。 

 

自然保護 

 自然環境を開発等の人為から護ること。また、自然環境の賢明で合理的な利用を行いな

がら護る意味でも使われる。かつては、尾瀬や南アルプスなどの原生自然を開発から守る

際に「自然保護」の必要性が訴えられた。その後、二次林等のより身近な自然環境につい

ても、「自然保護」が唱えられるようになった。 

原生自然のように、人手を入れないことにより保護する場合から、利用を含めた人為的

な維持管理を加えて目標とする望ましい状態を保つ場合まで、具体的な内容は対象とする

自然環境により異なる。 

 

持続可能な利用 

｢持続可能な開発｣または｢持続可能な発展｣と訳される｢sustainable development｣の概念は、

1992 年の地球サミットにおける｢環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言｣の基本概念と

なって以来、持続可能性は環境問題を考える上で最も重要な概念の一つとなっている。再

生できない資源は有限であり｢持続可能な開発｣はありえない。それゆえ｢持続可能な利用｣

をめざし叡智を結集させる必要がある。 

 

循環型社会 

 廃棄物等の発生を抑制し、廃棄物等のうち有用なものを循環資源として利用し、適正な

廃棄物の処理をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減さ

れる社会のことをいう。 

 世界的にリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）という、

いわゆる「3R」を推進し、循環型社会の構築を推進しようとする気運が高まっている。し

かし日本の現状を分析すると、ごみ（一般廃棄物）は、排出量の減少は進んでいない。3R

対策、特にリデュース・リユース対策は、その重要性に照らしても十分な成果を挙げてき
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たとはいえない状況にある。現在、その 3R をいかにして進めていくかが緊急の課題となっ

ている。3R を進める上で、我々の日常生活から発生するごみをどうしていくかは、全ての

国民に共通する最も身近な問題である。  

 

順応的管理 

 不確実性を伴う対象を取り扱うための考え方・システムで、特に野生生物や生態系の保

護管理によく用いられる概念である。アダプティブマネジメントまたは適応的管理と言わ

れる場合もある。 

 生態系は、ある働きかけに対してどうなるかを確実に予測することが難しく、動的に絶

えず変化し続ける。また境界がはっきりしないという性質を持つ不確実な系なので、どん

なに詳細な調査を進めても、この問題に対する完全な解決は難しいとされている。 

 そこで当初より「生態系が不確実なもの」という認識を持ち、「当初の予測がはずれると

いう事態が起こりうる」ことをあらかじめ管理システムに組み込み、恒常的なモニタリン

グを行いながら、結果に合わせて対応を柔軟に変えていくという考え方を順応的管理とい

う。またその課程においては、客観性を保持するために、専門家・市民・ＮＰＯ・企業・

行政等の多様な主体による協働と合意形成が必要である。 

 

生態系 

 生態系という語は 1935 年にイギリスの生態学者アーサー･タンスレーによって初めて使

われた。ある一定の区域に存在する生物と、それを取り巻く非生物的環境をまとめ、ある

程度閉じた一つの系と見なすとき、これを生態系と呼ぶ。生態系は生態学的な単位として

相互作用する動的で複雑な総体と考えられる。 

 生態系は大きく、生産者、消費者、分解者に区分される。植物（生産者）が太陽光から

系にエネルギーを取り込み、これを動物（消費者）などが利用し、その遺体や排泄物など

は土壌動物や微生物（分解者）によって分解される。これらの過程を通じて生産者が取り

込んだエネルギーは消費されていき、生物体を構成していた物質は無機化されていく。そ

れらは再び植物や微生物を起点に食物連鎖に取り込まれる。これを物質循環という。 

 ある地域の生物を見たとき、そこには動物、植物、菌類その他、様々な生物が生息して

いる。これを生物群集というが、その種の組み合わせは、でたらめなものではなく、同じ

ような環境ならば、ある程度共通な組み合わせが存在する。 それらの間には捕食被食、競

争、共生、寄生、その他様々な関係があり、捕食･被捕食のような生物間のエネルギーの流

れを食物連鎖と呼ぶが、近年ではその複雑さを強調して食物網という言葉がよく用いられ

る。 

 通常ある生態系における生物群は他の生物間や環境とバランスのとれた関係になってい
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る。新たな環境因子や生物種などの導入は著しい変化を及ぼし、生態系の崩壊や在来種の

絶滅などを引き起こす事も考えられる。 

 

生物多様性 

定義については本文参照。 

1986 年、アメリカ合衆国で開催された「生物学的多様性に関するナショナル・フォーラ

ム」で初めて「生物多様性（Biodiversity）」という言葉が使われた。1988 年、昆虫学者の

E.O. ウィルソンと F.M.ピーターが編集した同フォーラムの報告書が「Biodiversity」であ

り、これはベストセラーとなり、日本でも「生命の多様性」として出版された。 

 第三次生物多様性国家戦略においては、「生物多様性」を「つながり」と「個性」と言い

換えることができるとしている。「つながり」は食物連鎖や生態系のつながりなど、生きも

ののあらゆるつながりであり、「個性」は個体間の違いや地域間の違いなどである。そして、

「つながり」と「個性」を創り出したのが、長い進化の歴史であるとしている。 

 

生物多様性条約 

 本条約は、1992 年にリオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議（UNCED）

における主要な成果として、「気候変動に関する国際連合枠組条約」とともに採択され、同

年 6 月 13 日に日本も署名した（署名開放期間内に 168 か国が署名を行った）。1993 年 12

月 29 日にこの条約は発効した。2006 年 4 月現在、187 か国及び EC が締結。ただし、米

国は未締結。この条約は、（１）地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること、

（２）生物資源を持続可能であるように利用すること、（３）遺伝資源の利用から生ずる利

益を公正かつ衡平に配分すること、の３つを目的とする（条約第 1 条）。 

 

生物多様性国家戦略 

 生物多様性条約第６条に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本方針

と国のとるべき施策の方向を定めたもの。日本政府は 1995 年 10 月に地球環境保全に関す

る関係閣僚会議において「生物多様性国家戦略」を決定した。その後、国家戦略について

は、毎年実施状況を点検しており、2002 年 3 月には「生物多様性国家戦略」の包括的な見

直しを踏まえ、「新・生物多様性国家戦略」が関係閣僚会議において決定された。2007 年

11 月には「第３次生物多様性国家戦略」が閣議決定された。 

 

【た行】 

GIS (Geographic Information System；地理情報システム)  

 電子地図をデータベースとして地理的な位置の情報や空間の情報を属性データと合わせ
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て統合的に処理、分析、表示するシステムをいう。生物多様性の保全を推進するためには

基礎となる地域の特性（地形、土地利用）の現況、さまざまな生物種の分布と生息環境に

関する情報を統合的にデータベース化する必要があり、これらの情報を絶えずモニタリン

グしながらその保全策を検討する情報システムの構築が重要である。 

 

中山間地域 

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地域に至る地域をいう。 

 

潮間帯 

潮の干満により、水没と干出とを繰り返す場所をいう。満潮時に海水が最も高く到達す

るところを高潮線、干潮時に最も干出するところを低潮線という。 

 

データベース 

 大量のデータを効率よく集中管理するために、情報の入力、更新、検索などのための形

式を提供し、実行するためのシステム。千葉県の生物多様性情報システムでは、地理情報

システム(GIS)をベースにした生物の分布、環境情報等を統合したデータベースの構築を目

指している。【関連：GIS】 

 

【な行】 

二次林 

元の植生がかく乱（土砂崩れ、山火事、伐採等）を受けた後に成立する森林をいう。 

 

【は行】 

バラスト水 

荷物を積んでいない船を安定させるために積み込む海水のこと。荷物を降ろした時に積

み込まれ、荷物を積む時に排出される。これにより、海水とそこに含まれる生物とが運ば

れ、本来の生息地以外の場所で繁殖することが世界各地で問題となっている。 

 

ヒートアイランド現象 

都市域は、緑地が少なく、地面はコンクリートやアスファルトで覆われ、またビル等の

建築物が高密度で造られている。これらにより、太陽エネルギーが熱として蓄えられ、ま

た冷暖房や自動車からの排熱もあり、都市域の気温が周囲と比べて高くなる現象をいう。 
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ビオトープ 

 ビオトープとは、ギリシャ語の生物を意味する｢bios｣とドイツ語の場所を意味する

｢Topes｣ の合成語であり、直訳すると｢生物の生息・生育空間｣となる。ここではこの語義

に立ち戻り｢多様な、または貴重な野生動物が生息・生育する空間であり、その状態を保持

または目指して管理される場所｣と定義する。ビオトープという言葉は、造園や土木工学的

な視点から｢人為的に創出された生物の生息環境｣としてとらえられることもある。 

  

ｐｐｍ 

100 万分のいくつかを表す単位。主に濃度を表す時に使われる。「parts per million」の

頭文字をとったもの。 

 

品種 

 生物の分類の基本単位は「種」だが、同一の種を少数の形質の差異に基づいてさらに細

かく分類する場合、「亜種」、「変種」、「品種」という下位単位を用いる。「亜種」、「変種」

は、別種とするほどではない程度の地理的な隔離や形態の変異が見られる自然集団に対し

て用いられるのに対し、「品種」は一般に栽培、飼育などの目的で人為的に固定された形質

をもつ集団に対して用いられる。農業や園芸の目的で栽培される植物の場合、「栽培品種」

と呼ぶ。 

 

フィールド・ミュージアム 

 日本各地で「フィールド・ミュージアム」という名称の施設ないし事業が数多くみられる

ようになったが、その内容には統一された基準などはない。フィールド・ミュージアムは和

製英語である。フィールド（field）という語には「現場」とか「現地」といった意味があり、

この場合ミュージアム（museum）は「博物館」であるから、おおまかには「現場での活動

を中心とした博物館活動」と捉えることができる。 

 千葉県内での事例としては「房総の山のフィールド・ミュージアム」がある。これは千

葉県立中央博物館が平成１５年度より開始した事業で、多くの人が房総丘陵の自然と文化

に触れ、学び、楽しむための場を提供することを目的としている。この事業は、山の自然

や文化そのものを「博物館資料」や「展示物」と考える新しい形の博物館活動である。 

（注）アメリカ合衆国のシカゴに「The Field Museum」という有名な博物館があるが、これ

はMarshall Field氏にちなんだ名称で、ここでいうフィールド・ミュージアムとは関係がない。 

 

ブルーツーリズム 

漁村において自然・文化、漁業体験や人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動をいう。 
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保護 

保護とは、自然環境から人為的な影響を極力排除して、あるがままの状態におくことを

いう。「自然保護」という場合には、「保全」的な意味で使われることも多い。 

 

保全 

 保全とは、自然環境の望ましい状態を目標として、必要に応じて人為的な管理も加えな

がら、その状態を保つことをいう。また、それを賢く利用することも含まれる。 

 

【ま行】 

ミレニアム生態系評価 

原題は「Millennium Ecosystem Assessment（略称“MA”）」。2001 年から 2005 年にか

けて実施された国連による生態系の科学的評価のこと。2000 年の国連総会において、当時

のコフィ・アナン事務総長が「私たち人類：21 世紀における国際連合の役割」と題して行

った演説に応えて実施された。国連の援助の下、国連環境計画（UNEP）を事務局として

世界各国の 2、000 人を超える専門家が係わった。その目的は、生態系の変化が人間の福利

に与える影響を評価することであり、生態系の保全と持続的な利用を進め、人間の福利へ

の生態系の貢献をより高めるために、われわれがとるべき行動は何かを科学的に示すこと

にあった。 

 

モニタリング 

 「モニタリング」とは一般的に日常的・継続的な点検のことをいう。自然環境の保全の

ためには、科学的なデータが不可欠で、動植物やその生息環境をはじめとするさまざまな

自然環境を長期的に監視することが必要で、基礎的な環境情報を継続的に収集して蓄積す

ることが重要である。蓄積された情報から、生物種の増減をはじめとするさまざまな自然

環境の変化の兆候を早期に把握し、生物多様性の保全のための対策をとることができる。 

 このような、継続的な実態把握を行い、あらかじめ設定した目標に対して、目標と実際

の状況（実績）を比較し、基準以上の差異が生じた場合には適時にアクションをとること

を、モニタリングという。 

 

【や行】 

谷津田 

 里山景観の構成要素の一つ。千葉県では一般に台地の裾に刻まれた谷にある水田を指し

ている。千葉の谷津田及びこれをとりまく雑木林や畑、集落のセットは野生動植物の宝庫

であることから多くの注目を集めることになった。千葉県では、伝統的な谷津田が多く残
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されており、野生動物にとっての好適なビオトープとなっている。一方、近年、開発が進

められたり、耕作が放棄されたりする谷津田も多く、千葉県の生物多様性の保持・復元を

進めていく上で、伝統的な農業に育まれた自然豊かな谷津田を将来に向けて守っていくこ

とが大きな課題となっている。 

 

【ら行】 

レッドデータブック 

 絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめたものを一般に｢レッドデータブッ

ク：Red Data Book (RDB)｣という。最初は、国際自然保護連合(IUCN)が、1966 年に発行

した。これは、IUCN の種の保存委員会が中心となって世界各国の研究者から寄せられた

絶滅のおそれのある野生生物に関するデータをとりまとめて公表したものである。この折

りに絶滅の危険度の最も高い種を記載したリストの表紙が赤色であったことが、｢レッドデ

ータブック｣の名前の由来になっている。 

 日本では、1991 年に環境庁（現・環境省）が『日本の絶滅のおそれのある野生生物』と

いうタイトルでレッドデータブックを作成し、2000 年からはその改訂版が、植物や動物の

大きなグループごとに順次発行されている。千葉県においては、千葉県環境基本計画で掲

げた「自然との共生」の理念のもとに「生物多様性の確保」という観点から、県内におけ

る絶滅のおそれのある野生動植物の現状と保護のあり方を明らかにした「千葉県レッドデ

ータブック－植物編－」を平成 10 年度に、同じく動物編を平成 11 年度にとりまとめ、平

成 12 年度には植物編と動物編を一冊にまとめた普及版を作成した。「千葉県レッドデータ

ブック」は、法的規制等の強制力を伴うものではないが、多くの県民の方々に貴重な野生

生物の現状を理解し、自然との共生のあり方を考えていただくことを目的として作成した

ものである。 

 

レッドリスト  

 レッドリストとは、絶滅のおそれのある生物（動植物）のリストのことである。通常、

種または亜種の水準で記載され、絶滅の危険性の高さによるカテゴリー分けがなされてい

る。 

 「千葉県レッドリスト」とは、県内の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト（一覧

表）である。レッドリストは生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を評価し選定した

もので、規制等の法律上の効果を持つものではないが、絶滅のおそれのある野生生物の保

護を進めていくための基礎的な資料として広く活用されることを目的としている。 

 レッドデータブックに掲載されることは、対象種が絶滅の危機に瀕していると同時に、

その種が保護を必要としていることを示している。この点を踏まえ、評価基準は保護の必
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要度の高さから区分がされている。現在、県内で生息・生育が確認されている種のカテゴ

リーは 4 段階で、長期にわたって確実な生息・生育情報のない、消息不明または絶滅した

ものを加え、全体で 5 段階としている。 

  

レッドデータカテゴリー対応表 

IUCN（国際自然保護連合） 環境省(H18.8) 千葉県(H18.3) 

Extinct (EX)  絶滅 絶滅、 消息不明：X 

Extinct in the Wild (EW)  野生絶滅  － 

Critically Endangered (CR) 絶滅危惧ＩＡ類 最重要保護生物：A 

Endangered (EN) 絶滅危惧ＩB 類 重要保護生物：B 

Vulnerable (VU)  絶滅危惧Ⅱ類 要保護生物：Ｃ 

Near Threatened (NT) 準絶滅危惧 一般保護生物：D 

Data Deficient (DD)  情報不足  － 

 － 絶滅のおそれのある地域個体群  － 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 県・市町村・ＮＰＯ・企業の取り組み 

 



調査・研究 資料・情報
計画・指針等の

策定
具体的な事業 普及・教育・啓発 その他施策

総合企画部 企画調整課 ● ● ● ● ● ●

健康福祉部 衛生指導課 ● ● ●

環境生活部 環境政策課 ● ● ●

水質保全課 ● ● ● ●

自然保護課 ● ● ● ● ● ●

資源循環推進課 ●

商工労働部 産業振興課 ●

保安課 ●

農林水産部 安全農業推進課 ●

農地課 ●

耕地課 ● ● ●

農村整備課 ●

林務課 ● ● ●

みどり推進課 ● ● ● ●

水産課 ● ●

漁業資源課 ● ● ●

漁港課 ● ●

県土整備部 都市計画課 ● ●

道路計画課 ● ●

河川計画課 ● ● ●

河川環境課 ● ● ● ● ● ●

公園緑地課 ● ●

県土整備部 下水道課 ● ●

香取地域整備セ
ンター

● ●

教育庁
教育振興部
文化財課

● ● ●

企業庁 総務課 ● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

生物多様性に係る施策の実施状況（県庁内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県自然保護課（平成１８年１０月）

所属名

千葉県衛生研究所

環境研究センター

資料研究財団

千葉県立中央博物館

農業総合研究センター

森林研究センター

水産総合研究センター
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調査・研究 資料・情報 計画・指針等の策定 具体的な事業 普及・教育・啓発 その他施策

総合企画部 企画調
整課

①主に昭和60年代以降、三
番瀬の埋立を前提にした環境
影響評価の基礎資料とする
ため、地形・底質・底生生物・
鳥類などの調査を実施
②環境会議の提言を受け、三
番瀬の自然環境の仕組みを
把握するため、補足調査を実
施
③三番瀬円卓会議において、
現況把握の必要性が指摘さ
れ、調査を実施

Ｈ15年度三番瀬自然環境総
合解析「三番瀬の現状」、「市
川二期・京葉港二期地区計画
に係る環境の現況について」
ほか

千葉県三番瀬再生計画（Ｈ18策
定予定）、基本計画、事業計画

干潟的環境（干出域等）形成の
検討・試験、淡水導入の検討・
試験、自然再生（湿地再生）事
業

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる情報発信、広報拠
点活用事業、三番瀬ﾌｪｽﾀ開催事
業、三番瀬再生事業の支援と広報、
三番瀬再生ｸﾗﾌﾞ（仮称）の設立、三
番瀬再生キッズ育成事業

海や浜辺の利用のルール作り
の取組み、三番瀬の再生・保
全・利用のための条例の制定

健康福祉部 衛生指
導課

― ―

千葉県動物愛護管理推進計画
（動物の愛護及び管理に関する
法律第６条に基づく計画）＊Ｈ19
年度策定予定

動物愛護管理事業（普及・啓
発）

動物の飼い方等、ﾘｰﾌﾚｯﾄ他

―

環境生活部 環境政
策課

―

三番瀬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持事業（三
番瀬に関する生物・水質等調
査結果をﾃﾞﾀﾍﾞｰｽ化し、県内２
箇所で一般に公開するシステ
ムの管理及びデータの更新を
行うもの。） ― ―

①三番瀬自然環境合同調査事業
（三番瀬の自然環境について、県民
等に参加を募って調査を実施し、三
番瀬に対する理解を深めるととも
に、参加者が主体的に実施できるよ
うにﾘｰﾀﾞｰを育成するもの。）
②環境学習の指導者養成講座（ｴｺ
ﾏｲﾝﾄﾞ養成講座）に自然環境の保全
に関するｶﾘｷｭﾗﾑを設けて実施して
いる。

千葉県が策定した「ちば環境再
生計画」に基づいて千葉県環境
財団に設置された「ちば環境再
生基金」により、次の活動に助
成をしている。
①ＮＰＯや市民団体による「自然
環境の保全と再生」の活動
②市町村が地域の住民等と連
携を図りながら計画的に実施す
る自然環境の保全・再生事業

水質保
全課

―

①手賀沼湧水ﾏｯﾌﾟ（Ｈ13.6作
成）：手賀沼流域における主な
湧水の分布状況、分布図等
②印旛沼流域湧水ﾏｯﾌﾟ（Ｈ
15.3作成）：印旛沼流域におけ
る主な湧水の分布状況、分布
図

手賀沼水循環行動回復計画（Ｈ
15.7策定）：手賀沼流域の残され
た自然環境を生かし水量の確
保、水生生物や水辺の保全という
一体的な水環境の回復を図る。
目標１：人々が手賀沼の水辺で遊
ぶことができる水質の実現
目標２：多様な生物の生育・生息
環境の保全再生と水生植物の復
活

―

環境省が調査方法を定めた「水生
生物による水質判定」に基づき、生
物と直に触れ合う調査を実施するこ
とにより、水環境の把握を図るととも
に、一般県民に対する水環境の保
全への啓発効果を図る。調査結果
は環境省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの全国水生生
物調査のﾍﾟｰｼﾞにより公表。

○水生植物の再生事業（Ｈ17年
度～）
手賀沼流域の小中学校やＮＰＯ
と連携し、かつて手賀沼に生育
していたｶﾞｼｬﾓｸ等の水生植物を
再生し、健全な水辺環境の回復
を図る。（手賀沼水環境保全協
議会）

自然保
護課

自然環境調査、三番瀬の自
然環境調査、野生鳥獣生息
調査、千葉県射撃場環境ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ調査（排水等ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調
査委託・沈砂地維持管理）、
自然公園自然環境・現況調
査、車両乗入れ規制区域指
定調査

各種調査結果、千葉県ﾚｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ事例集

千葉県自然環境基本方針、千葉
県自然環境保全条例、千葉県立
自然公園条例、千葉県自然公園
等における建築物等の建設に係
る指導要綱、千葉県自然公園特
別地域における大規模な開発行
為に係る指導要綱、千葉県特定
鳥獣保護管理計画、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ推進
ﾏﾆｭｱﾙ

外来種緊急対策特別事業、野
生鳥獣管理対策事業、自然環
境保全地域等の指定及び保
全、自然環境保全協定及び工
場等緑化協定、ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ保護
増殖事業、大福山北部周辺公
有化事業、行徳湿地再整備事
業、生物多様性検討事業、野
生鳥獣保護施設整備事業、傷
病野生鳥獣救護事業、放鳥事
業、行徳鳥獣保護区の維持管
理、自然公園の指定、自然公
園の管理（許認可、指導員の
設置）県立九十九里自然公園
内車両乗入れ規制

生物の生息空間（ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ）を確保し
た地域づくりの推進、鳥獣保護思想
の普及啓発事業（ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ）、ｳ
ｴｯﾄﾗﾝﾄﾞ環境教育推進事業、狩猟事
故防止対策及び取締

「みどりの基金」造成事業、自然
遊歩道整備事業

資源循
環推進
課

― ―

「千葉県資源循環型社会づくり計
画」では、３つの視点から千葉県
が目指す将来像を定めている
が、その一つとして環境の視点か
ら「恵み豊かな環境が保全され、
人と自然が共生できる社会」を目
指すこととしている。そのﾋﾞｼﾞｮﾝに
基づき、県民、ＮＰＯ、事業者、行
政等が主体的に取り組む行動指
針として、自然浄化能力を維持増
進し生物多様性の確保にも資す
る取組みを示している。なお、現
在、計画の改定作業中であるが、
同取組については継続する予定
である。

― ― ―

商工労働部 産業振
興課

― ― ― ― ―

Ｈ１９年度に、東京大学とかずさ
ＤＮＡ研究所との共同研究を実
施。今後、国際的に地球環境の
研究を行う産学官連携であるプ
ロジェクト研究推進協議会の設
置を予定。

保安課

― ― ― ― ―

採取計画認可申請にあたり、採
取終了区域の植栽緑化・一部廃
止を計画的に行うための中期事
業計画書の提出を求め、着実に
履行するよう指導している。

生物多様性に係る施策の実施状況（県庁内）　

所属名

県自然保護課調査（平成１８年１０月 ）
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調査・研究 資料・情報 計画・指針等の策定 具体的な事業 普及・教育・啓発 その他施策所属名

農林水産部 安全農
業推進
課

― ― ― ― ―

○環境対策関連施策
ちばｴｺ農業産地拡大ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
支援事業（通常と比べて、化学
合成農薬や化学肥料を１/２以
下に減らして栽培する農産物に
ついて、「ちばｴｺ農産物」として、
県独自の認証を行う。）
○中間地域等直接支払交付金
中間地域において、農業生産の
維持を通じて多面的機能を確保
する観点から、5年以上農業生
産活動等を維持する農業者等
に面積等に応じて交付金を交付
する。

農地課

― ―

○市町村が策定する景観農業振
興地域整備計画
景観法に基づき、市町村が策定
する景観農業振興地域整備計画
の知事協議に際し、法定要件を
審査するとともに、農業振興地域
内において、景観と調和の取れた
良好な営農条件の確保を図るべ
き区域として、農村地域に特有な
景観の保全・創出について助言
する。

― ― ―

耕地課 ○生態系保全型水田整備推
進事業（平成１３～１７年度）
捕場整備事業実施地区内で
の排水路内の魚道工につい
て、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査等実施。
○田んぼの生き物調査（H１３
～）
水田周辺地域に生息する生
物の実態把握を目的とした農
林水産省と環境省の連携に
よる「田んぼの生き物調査」を
県内4地区で実施。

―

千葉・新ふるさとづくり（千葉県農
業農村整備環境対策指針）（H９
策定）

―

千葉・新ふるさとづくり（農村に自然
をとりもどそう　H９）、埴生川Ⅲ期地
区の捕場整備（生き物たちのにぎわ
いのある田んぼづくりへの挑戦）の
PRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成。

―

農村整
備課

― ― ―

希少種保全のためのﾊｰﾄﾞ整
備、ﾒﾀﾞｶに配慮した水路整備、
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの創出、景観林の創出 ― ―

林務課 森林資源ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査（県内
100箇所の定点＝森林につい
て、森林の樹種や現存量など
の状況や変化の動向を５年ご
とに国が定めた全国一律の
方法で調査中）

―

千葉県北部地域森林計画（森林
整備の指針等）、千葉県南部地
域森林計画（森林整備の指針等）

― ―

放置・拡大竹林の再整備モデル
事業（平成１９年度新規要求中）

みどり
推進課

―

みどりの百選 千葉県里山条例、里山基本計画

―

里山ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、里山一日体験によ
り県民に対し、里山条例の趣旨、理
念の浸透を図る。

里山総合保全整備事業により里
山活動団体等への総合支援を
実施。

水産課 三番瀬の魚場環境について、
環境特性と漁業生産の状況
を整理した漁場特性マップを
作成し、魚場再生に向けた検
討を進める。

―

「三番瀬漁場再生の目標」を策定

― ― ―

漁業資
源課

三番瀬において、藻場造成試
験を行うため、陸上池におけ
るアマモ株の育成と採種の実
施

―

三番瀬再生計画（事業計画）素案 藻場造成試験

― ―

漁港課

― ―

広域漁港整備事業「乙浜漁港自
然調和型漁港づくり事業」

乙浜漁港・東沖防波堤の建設
に当たり、従来の防波堤より背
後の捨石マウンド幅を40m広く
し、水産動植物の生息が可能
となるようなブロック等を設置し
漁礁効果を付加する。

― ―

県土整備部 都市計
画課（美
しい県
土づくり
担当）

・県景観条例検討中、条例に基づ
く基本方針検討中
・千葉県広域景観計画検討中（景
観法第８条）
・千葉県景観形成指針（Ｈ５策定）

景観に対する意識の高揚のため、
景観法説明会、講演会、出前講座、
フォーラム（１２月実施）などの普及
啓発を行っている。

道路計
画課

銚子連絡道路（横芝光～匝
瑳市間　完成２車線、約５ｋ
ｍ）の事業着手に向け、条例
に準じた内容で環境調査を実
施。

― ―

環境調査を踏まえ、自然環境
等に配慮しながら、事業を実施
する。 ― ―

河川計
画課

印旛沼へ流入する河川等の
水質調査

―

印旛沼流域水循環健全化緊急行
動計画「恵みの沼をふたたび」

―

「印旛沼わいわい会議」（自然環境
に関する分科会あり）、緊急行動大
会（「恵みの沼をふたたび」）、副読
本の作成（小学校の環境学習で使
用）

―

河川環
境課

河川法に基づく県管理河川に
おける生態系事前・事後調査
（事業区間のみ）、河川法に
基づく県管理河川における水
辺の国勢調査（全河川ではな
い）

河川環境情報図（計画のある
河川のみ）、千葉県の河川（冊
子）、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成（水系ご
と）、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（河川環境課、
河川計画課）

多自然川づくり基本指針（国土交
通省通達）、美しい山河をつくる
災害復旧基本方針（国土交通省
通達）、２1世紀の千葉県の川づく
りの方向性（３つの提言）、千葉県
渓流環境整備計画、印旛村流域
水循環健全化緊急行動計画、各
河川における河川整備基本方針
及び河川整備計画

典型性、典型性ﾊﾋﾞﾀｯﾄ、特定
種、希少種に配慮した河川整
備や管理（ｶﾜｾﾐ、ｺｳﾎﾈ、ﾖｼ
原）

千葉県の河川（冊子）、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの
作成（水系ごと）、活き活き川づくり
担当者会議（各事務所の河川担当
者による事例研究、毎年１回開
催）、小中学校における水辺をﾌｨｰﾙ
ﾄﾞとした環境学習の支援

河川堤防除草における特定外
来生物（ｱﾚﾁｳﾘ）の駆除の留意
事項を各整備事務所に通知し、
駆除を実施。
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公園緑
地課

青葉の森公園：毎木調査（移
植・保存樹木等の調査）、長
生の森公園：自然環境調査 ― ―

青葉の森公園：ｺﾘﾄﾞｰ２箇所の
整備

― ―

県土整備部 下水道
課

放流水先の公共水域の環境
調査など。

放流水影響調査、放流先海域
調査など。 ― ― ― ―

香取地
域整備
センター

植物ﾅｶﾞﾊﾞｺｳﾎﾈの育成状況
の把握及び河川内における
保護・移植調査の実施（Ｈ15
～17）

植物ﾅｶﾞﾊﾞｺｳﾎﾈの育成状況
資料

― ― ― ―

教育庁 教育振
興部
文化財
課

―

『ふさの国の文化財総覧』全
三巻、ふさの国文化財ﾅﾋﾞｹﾞｰ
ｼｮﾝ（教育庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公
開）

―

県立博物館がこれまで蓄積し
てきた多くの資料・情報と高い
専門性と基に、各館周辺地域
の自然や文化そのものを「資
料」と考え、海・山・川の３分野
のﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑをﾈｯﾄﾜｰｸ化
した「千葉ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事
業」を実施。

県内の国・県指定文化財をまとめた
『ふさの国の文化財総覧』全三巻の
刊行（Ｈ15～16年度）
川のﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ「田んぼと水路
の生き物｣における自然観察と生物
分布ﾏｯﾌﾟの作成（県立大利根博物
館）、「江戸を探す－関宿城下散策
－」における文化財散策と、文化財
ﾏｯﾌﾟの作成と解説版の設置（県立
関宿城博物館）、海のﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ「沖ノ島」における生物分布ﾏｯﾌﾟ
の作成（県立安房博物館）（Ｈ18年
度）など。

―

企業庁 総務課 山倉ダムの堤体強化工事に
伴う自主的な自然環境調査
の実施。

堤体強化工事後３年間（Ｈ17
～19年度）の水生生物等の追
跡調査として工事後の回復状
況一覧等。

―

堤体強化工事はダム水位を下
げて実施したが、上流側に仮
締切堤を設置して水域を保持
し、水生生物への影響を軽減さ
せた。

― ―

―

「千葉県の自然誌」編纂にか
かるデータ

― ― ― ―

感染症媒介カの生息実態調
査

動物寄生性ﾀﾞﾆ類（ﾏﾀﾞﾆ、ﾂﾂｶﾞ
ﾑｼ、ﾄｹﾀﾞﾆ他）、ｼﾗﾐ類、ﾉﾐ類
⇒千葉県の自然誌本編６　千
葉県の動物Ⅱ　陸と淡水の動
物ﾔﾏﾋﾞﾙ、千葉県衛生研究所
1997（ﾔﾏﾋﾞﾙの生態と防除に
関する調査報告書）

― ―

ﾆﾎﾝﾔﾏﾋﾞﾙの生態についての一般
向け講義

―

東京湾ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ調査（継続）、
三番瀬の海藻調査（1993
年）、（三番瀬）ｶｷ礁調査
（2006年）

水質保全研究年報（赤潮等ﾌﾟ
ﾗﾝｸﾄﾝ調査

― ―

手賀沼流域市民協働調査（水質保
全課主催）、河川協働調査、生協環
境調査の協力等 ―

①重点研究課題３研究
「外来生物の分布・生態と自
然環境の保全復元」、「房総
における古環境と人類活
動」、「子どもの自然・文化体
験に果たす植物館の役割」
②地域研究課題２９研究
○房総の分類学的多様性の
特徴とその保全、○房総の生
物学的多様性の特徴とその
保全、○その他
③普遍研究課題２４研究
○分類学的多様性に関する
基礎的研究、○生態学的多
様性の維持機構に関する基
礎的研究、○その他

県内外の自然・生物・文化に
かかわる資料・情報・標本の
収集・保存。資料標本台帳（簿
冊・ｶｰﾄﾞ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報）
収蔵資料約５７万点。

千葉県の自然・文化に関する資
料・情報収集を当館の使命の一
つと位置付けている。また、事業
中期目標（期間：Ｈ16～20）の5章
「ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業の展開」に
おいて、生態圏、房総の山のﾌｨｰ
ﾙﾄﾞ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑ、海の博物館それ
ぞれにおいて、生物多様性を維
持管理するための調査研究及び
学習支援を行うことを掲げてい
る。

博物館におけるﾌｨｰﾙﾄﾞ事業と
して①「生態圏」の生物・環境
の維持管理および教育的活用
（生態圏の生物・環境を維持管
理して保全・再生を図りつつ、
その生態系を活用した教育普
及活動を実施している。）
②「房総の山のﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑ」推進事業（君津市の清和県
民の森を中心とした房総丘陵
をﾌｨｰﾙﾄﾞとして、地域の人たち
との協働による調査研究・資料
収集等の多様な博物館活動を
実施している。）

「生態圏」での自然学習に対する教
員向けｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成等、「山のﾌｨｰ
ﾙ・ﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ」での自然観察路の整
備等、「市民研究員」養成のための
観察会等、教員・指導者向けの講座
の開催等

千葉県の自然・文化にかかわる
常設展、企画展を本館及び分館
等で開催

（１）「ちばエコ農業」の推進を
図るため、本県主力品目のエ
コ栽培技術を開発し、実証試
験を平成16年度から実施。
（２）環境負荷がより少ない養
液栽培技術の開発および廃
液浄化システムの実用性評
価について実施。
（３）環境と調和した環境保全
型農林業を推進するため、化
学合成農薬、化学肥料由来
窒素を減らした生産技術の開
発試験を実施。
（４）ゴルフ場の無農薬化を推
進するため、芝管理の無農薬
化に関する技術開発を実施。
（５）野生鳥獣による農作物の
被害を提言するため、有効対
策について試験を実施。
（６）自然環境に配慮した農用
地の整備を推進するため、排
水路護岸工法の開発試験を
実施。

（１）試験内容については千葉
県農業総合センター業務概要
（２）試験結果については各年
次の試験成績書
（３）完了した試験については
研究成果集、それに付随する
資料、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等

― ― ― ―

ﾏﾃﾊﾞｼｲ分布調査、ﾋﾒｺﾏﾂの
保全（県立中央博物館、東大
演習林）、治山工事の法面緑
化における吹き付け種子配合
の検討、海岸防災林に混生
するﾆｾｱｶｼｱの管理技術、ｼ
ｶ・ｲﾉｼｼ・ｻﾙによる林業被害
対策、竹林再生ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査
（H19年度新規要求中）

重要森林位置図、ｽｷﾞ巨木調
査台帳、巨樹古木調査台帳

― ―

里山活動によるちばの森づくり（ｶﾞｲ
ﾄﾞﾌﾞｯｸ）作成、里山巡回相談（みどり
推進課と連携）

里山公開講座の開催（千葉県緑
化推進委員会・みどり推進課と
連携）

森林研究センター

千葉県衛生研究所

環境研究センター

千葉県立中央博物館

農業総合研究センター

史料研究財団
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調査・研究 資料・情報 計画・指針等の策定 具体的な事業 普及・教育・啓発 その他施策所属名

水産生物の分布・生活史の
研究、魚場環境の調査

千葉県の軟体動物相（千葉県
水産試験場研究報告,第57
号,2001）、印旛沼における張
網漁獲物組成の変遷、夷隅川
の魚類・甲殻類目録、与田浦
の魚類・甲殻類目録、湊川の
魚類・甲殻類目録、栗山川の
魚類・甲殻類目録（千葉県内
水面水産試験場研究報告,第
６号,1996）、利根川の魚類・甲
殻類目録、南白亀川の魚類・
甲殻類目録、養老川の魚類・
甲殻類目録（千葉県内水面水
産試験場研究報告,第７
号,2000）

― ―

相談窓口の設置、漁業環境に関す
る情報提供等

―

水産総合研究センター
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千葉市 ○ 千葉県の動向を見て検討する予定

銚子市 ○

市川市 ○

・市川市宅地における雨水の地下への浸透
及び有効利用の推進に関する条例、施行規
則
（H17.3.30に条例が制定され、H17.7.1から施
行。）
　この条例は、宅地（特に台地上に立地）にお
ける雨水の地下への浸透及び有効利用の推
進を図り、地下水の涵養による良好な水循環
の保全、雨水の河川への急激な流出抑制及
び水資源の有効利用によって、総合治水対策
ばかりでなく、かつてあった湧水の再生や平
常時の河川の維持水量の増加を期待し、湧
水、谷津や湿地、河川など地域の水辺全般に
おける生物生息場所の確保、生物多様性の
保全を目指すものである。
・生物多様性に係る条例の制定に関しては、
条例内容等は未定であるが、平成18年3月に
策定した市川市自然環境保全再生指針にお
いて、国等の法制化の動きや、市民意識の高
まりを的確に把握し、将来的に｢条例化も視野
に入れた対応」を行うこととしている。

船橋市 ○
館山市 ○
木更津市 ○
松戸市 ○

野田市 ○

名称：野田市貴重な野生動植物の保護のた
        めの樹林地の保全に関する条例
概要：貴重な野生動植物の生息地又は生育
        地としての樹林地を保全するとともに、
        自然に恵まれた都市環境の形成を図
　　　　り、もって現在及び将来の市民の健康
　　　　で文化的な生活の確保を図る。
※平成１８年１２月議会で決定の見込み

茂原市 ○
成田市 ○
佐倉市 ○
東金市 ○
旭市 ○
習志野市 ○
柏市 ○
勝浦市 ○
市原市 ○
流山市 ○
八千代市 ○
我孫子市 ○
鴨川市 ○
鎌ヶ谷市 ○
君津市 ○
富津市 ○
浦安市 ○
四街道市 ○
袖ヶ浦市 ○
八街市 ○
印西市 ○
白井市 ○
富里市 ○
南房総市 ○
匝瑳市 ○
香取市 ○
山武市 ○
いすみ市 ○
酒々井町 ○
印旛村 ○
本埜村 ○
栄町 ○

検討中 済 条例名等

市町村における生物多様性に係る条例の制定状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県自然保護課調査（平成１８年１０月）

市町村名 制定・検討なし
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検討中 済 条例名等市町村名 制定・検討なし

神崎町 ○
多古町 ○
東庄町 ○
大網白里町 ○
九十九里町 ○
芝山町 ○
横芝光町 ○
一宮町 ○
睦沢町 ○
長生村 ○
白子町 ○
長柄町 ○
長南町 ○
大多喜町 ○
御宿町 ○
鋸南町 ○
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野田市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
流山市 ― ● ● ● ● ― ● ● ● ● ●
柏市 ● ● ● ― ● ― ● ● ●
我孫子市 ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
松戸市 ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ●
鎌ヶ谷市 ● ● ● ― ● ― ● ● ● ●
市川市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
船橋市 ● ● ● ― ● ● ● ● ●
習志野市 ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ● ●
八千代市 ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ● ● ● ●
浦安市 ● ― ― ― ● ― ● ● ●
千葉市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
市原市 ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ● ● ●
白井市 ● ● ● ― ― ― ● ●
印西市 ● ● ● ― ― ― ● ● ● ● ●
印旛村 ― ― ― ― ― ―
本埜村 ― ― ― ― ― ―
栄町 ● ● ― ― ― ― ● ●

佐倉市 ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ●
四街道市 ● ● ● ― ― ― ●
成田市 ● ● ● ― ● ― ● ● ●
八街市 ― ― ― ― ― ―
富里市 ― ― ● ― ― ― ●
酒々井町 ― ― ― ― ― ―
神崎町 ― ― ― ― ― ―
香取市 ― ● ― ― ― ― ● ●

多古町 ― ― ― ― ― ―
匝瑳市 ― ● ● ― ― ― ● ●
東庄町 ― ― ― ― ― ―
旭市 ― ― ● ― ― ― ●
銚子市 ― ― ● ― ― ― ●
袖ヶ浦市 ― ― ― ● ● ● ● ●
木更津市 ― ― ● ― ● ● ● ● ● ●
君津市 ― ― ― ● ― ― ● ●
富津市 ― ― ● ― ― ― ●
鋸南町 ― ― ― ― ― ―
南房総市 ― ― ― ― ― ―
館山市 ● ― ● ― ― ― ●
鴨川市 ― ― ― ― ● ― ● ●
芝山町 ― ― ― ― ― ―
横芝光町 ― ― ― ― ― ―
山武市 ― ― ― ― ― ―
東金市 ● ― ● ― ● ― ● ●
大網白里町 ― ― ― ― ― ―
九十九里町 ― ― ― ― ― ―
茂原市 ● ― ― ● ● ― ● ● ●
白子町 ― ― ― ― ― ―
長生村 ― ― ― ― ● ― ●
一宮町 ― ― ― ― ― ―
長柄町 ― ― ― ● ― ― ●

長南町 ● ― ― ― ● ― ● ● ●

睦沢町 ― ― ― ― ― ―
いすみ市 ― ― ― ● ― ― ● ●
大多喜町 ― ― ― ― ― ―
御宿町 ― ― ● ● ● ― ● ●

勝浦市 ● ● ― ● ● ― ● ● ●

キーワード

市町村における生物多様性に係る施策の実施状況（抜粋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県自然保護課調査（平成１８年１０月）
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千葉市 千葉市野生動物の生息状況
及び生態系調査（1992～
1995）、千葉市野生動植物生
息状況調査（2002～2003）、千
葉市の保護上重要な野生生物
（千葉ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ2004）、千葉市
湧水実態調査（1999）、湧水保
全に係る調査（2000）、千葉市
の鳥ｺｱｼﾞｻｼ生息実態調査
（1993～毎年実施）、千葉市の
河川・海域水生生物調査
（2001～流域毎に毎年実施）

千葉市野生動植物生息状況ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ検索ｼｽﾃﾑ（2004）,千葉市史

千葉市野生動植物の保全施策指
針（1999）、千葉市谷津田の自然の
保全施策指針（2003）、千葉市緑と
水辺の基本計画（1997策定、2002
変更）、千葉市環境基本計画（1995
策定、2002見直し）及び基本計画に
基づく環境配慮指針（1995）、千葉
市水環境保全計画（1999）、千葉市
水辺再生基本ﾌﾟﾗﾝ（2003）、千葉市
地下水保全計画（2006）

千葉市の鳥ｺｱｼﾞｻｼ保護事業、谷津田の
保全推進事業、大草谷津田いきものの里
整備事業（谷津田や樹林等の自然環境
の復元と再生、ボランティアによる維持管
理）、ｵｵﾀｶ生息環境保全検討委員会の
設置・生息調査の実施（平和公園）坂月
川における身近な水辺環境事業（坂月川
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ）、　雨水調整池を活用した野鳥
観察園の整備、自然環境に配慮した道路
整備事業、多自然型護岸による河川・水
路の整備（生実川、勝田川等）、ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ
の生息に配慮した土地改良事業、ｶﾀｸﾘ
の保護事業（泉自然公園）、ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙの
保護事業（昭和の森）、特別緑地保全地
区の指定、近郊緑地保全区域の指定、保
存樹木・保存樹林の指定、市民の森の設
置、市民緑地の設置、里山地区の指定

生き物ふれあいﾏｯﾌﾟの作成（1998）、千
葉市の鳥ｺｱｼﾞｻｼのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾋﾞﾃﾞｵの作
成、谷津田の自然ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、泉
自然公園ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成、自然観察
会・探鳥会の開催（1992から毎年3～4
実施）、昭和の森自然観察会（1992から
毎月１回実施）、自然保護講習会（1993
から毎年１回実施）、自然保護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
育成講座（2002から毎年実施）、緑と水
辺の都市宣言（1984）、緑の相談所の設
置、みどり千葉の発行（年2回）、みどり
と花の催し（年2回）、みどりと水辺のつ
どい（年１回）、身近な水辺の絵画と作
文コンクール、みどりと水辺の児童絵画
とﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ、緑と花の地域ﾘｰﾀﾞｰの
育成

千葉市地域環境保全自主活動
事業補助金交付要綱に基づ
き、地域の環境保全のための
自主活動に対する経費の補助
を実施している。

銚子市
― ―

銚子市環境基本計画(Ｈ15)
― ― ―

船橋市 船橋市自然環境調査
(Ｈ11～13)

船橋市自然環境調査結果報告書
(本編、資料編、概要版)、環境マッ
プ(CD-ROM)作成(自然環境調査
の内容を航空者写真とともにＣＤ
化)、自然環境調査結果をﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞにて紹介。

船橋市環境基本計画
（Ｈ９.３策定）

―

自然散策マップ(全17ｺｰｽ)の配布、ﾏｯﾌﾟ
作成者を講師に迎え散策会を開催、ｾﾐ
のぬけがら調査の実施。

三番瀬の保全を図るため、年1
回海岸のｺﾞﾐ拾いを実施、その
後に野鳥・　底生生物の観察会
を実施。市民・環境団体・事業
者・船橋市で構成する実行委
員会方式で行われ、三番瀬自
然ﾏｯﾌﾟを作成。(こどもﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞで紹介)

館山市 館山市動植物調査 ― 館山市環境基本計画策定予定 ― ― ―
木更津市

― ―

木更津市環境基本計画（Ｈ15.3策
定）
基本施策６　自然環境の保全と創
出、６－１盤洲干潟（小櫃川河口干
潟）の保全、６－２動植物の生息・
生育環境の保全と創出

―

『小櫃川河口域自然ｶﾞｲﾄﾞ』作成（盤津干
潟をまもる会に助成し作成、配布）

小櫃川河口干潟保全基金を設
立し、取り崩しにより盤津干潟
をまもる会の保全活動、観察会
等の活動に補助金をだしてい
る。

松戸市 地域環境調査（市域を65地区
に分け、それぞれに市民ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ調査員をおき、地区内の野
鳥他を調査する。）、緑被現況
調査（航空写真から市内の緑
に覆われた部分の現況を調査
する。結果は松戸市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
を参照のこと）、国分川生物調
査、都市小河川国分川環境護
岸基本構想

巨樹・古木の指定：保護樹木指定
制度の中で巨樹・古木を指定して
いる。（状況については松戸市ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞを参照のこと）
国分川の生き物（国分川で見かけ
た生き物たち）写真帳、国分川生
物調査、都市小河川国分川環境
護岸基本構想

松戸市環境計画策定済み（本計画
中、めざすまちの姿の中で「人と生
き物が共存しているまち」を掲げて
いる。）
国分川の川づくり：市民参加型の計
画策定（水の流れ、植栽等は自然
にまかせるなど。）

一級河川国分川改修事業：多自然型川
づくり（土羽堤防による河川改修を行い、
自然環境の復活を目標にＨ６～Ｈ９年度
で実施。）

総合公園「21世紀の森と広場」における
各種観察会の実施
（例）自然観察会・野草ｳｫｯﾁﾝｸﾞ・ﾊﾞｰﾄﾞ
ｳｫｯﾁﾝｸﾞ、昆虫ｳｫｯﾁﾝｸ、こども自然体
験（開催日程は「広報まつど」、松戸市
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ「ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰだより（どんぐり）」
（2ヶ月に１回発行）に掲載。）国分川河
川敷及び護岸の活用（沿川地域の愛護
団体、小中学校等への観察会（工事、
自然等）及び小中学校の総合学習の
ﾌｨｰﾙﾄﾞとして活用。）

―

都市部における野生生物への
対応として、近年、市街地にﾀﾇ
ｷやﾊｸﾋﾞｼﾝが増加しており、そ
の動向に注目している。市街地
の街路樹などに集団塒を作るﾑ
ｸﾄﾞﾘ、ｽｽﾞﾒについて実態把握と
対策を検討、実施している。

・市川市自然環境実態調査(Ｈ
13年度～15年度）
・都市鳥生息調査(Ｈ13年度・
14年度)、ｶﾜｳ調査(H14年度、
15年度)
・巨樹巨木林調査(H12年度・13
年度)
・三番瀬の現況に関する基礎
調査(H14年度・15年度)
・行徳近郊緑地干潟環境再生
調査(Ｈ15年度)
・行徳内陸性湿地生物調査(Ｈ
16年度・17年度)。これら調査
の　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査とし
て、Ｈ19年度より都市鳥生息調
査及び巨樹巨木林調査を実施
予定。
・樹林地評価システム構築の
ため、民有樹木林地の実態調
査を実施（Ｈ17年度、18年度）
・市川市川自然博物館におい
て地域の自然環境、動物相の
調査研究を日常的に実施して
いる。

市川市 ・希少生物の保全として、ｲﾉｶｼﾗﾌﾗｽｺﾓ
(環境省ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ絶滅危惧種Ⅰ類)の
保護保全事業を実施。
・大町公園自然観察園における谷津の自
然環境と生物の保全：湧水と台地、低地、
斜面林によって構成され、湧水とそれに
よって潤される湿地環境を保全および市
民参加による保全再生事業の実施
（参考）希少種・絶滅危惧種：23種(参考別
紙※)他にヘイケボタルが生息
・ヒヌマイトトンボ（環境庁絶滅危惧Ｉ類・千
葉県最重要保護生物）の市天然記念物
指定
・樹林地の取得（延べ約30ha、約200億
円)
・特別緑地保全地区の指定（3ヶ所、約
2ha）
・首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑
地保全区域の指定（1ヶ所、約83ha）
・都市緑地の指定（20地区、約135ha)
・緑地保全協定（協定者170名、協定面積
約44.4ha、協定期間5年間ごとに更新）
・保存樹林の指定（5ヶ所、約2.2ha）
・保存樹木協定制度
・風致地区の指定（5ヶ所、769ha）
・小川再生環境整備事業
　大町公園の湧水を取り込みながら小川
のせせらぎの再生、水路改修を行い、市
川市に残された里地の田園風景を保全し
生物の生息環境の確保、体験農業や自
然観察等の環境学習の場として保全して
いく事業。（H16年度整備、H17年度以降
小川再生触れ合い農園として運営））
・学校プールにおけるトンボ類ヤゴの保護
活動の実施
・水田を利用したレンゲプロジェクト、米っ
とクラブ（水田耕作体験）への助成を通じ
た水田環境の保全
・県による総合治水事業において、事業
者、市民との協働により遊水地の自然再
生を実施（16ha）
・国による道路整備事業（外郭環状道路
事業）において、事業者と協働して生物多
様性に配慮した緑地保全、生育樹木移植
復元を実施中
※ 以上のほか、市川市自然環境保全再
生指針に即した、緑地管理マニュアルの
策定、道路整備事業の実施など指針の
適応範囲の拡大を順次図る。

・調査取りまとめ報告書を公開
・『市町村市』（現在の市史は、自
然環境編が地形地質のみである
が、編纂後30年を経過しており、
自然環境、生物編を含む市史の
改定を検討中）
・市川市保存樹木協定台帳
・市川市の植物（市川市植物目録
1989）（Ｈ１)〔市立市川自然博物
館〕
・市川市鳥類目録1986～1991年
（H4）[市立市川自然博物館]
・研究紀要　市川の自然の記録1
～6（H8,9,13,14,16,17）　[市立市川
自然博物館]
・市立市川自然博物館による生物
資料（標本、映像記録、観察記録）
収集、保存、一部公開

・市川市環境基本計画（Ｈ12.2）
・市川市自然環境保全再生指針(Ｈ
18.3)
・市川市みどりの基本計画
（H16.3）：基本方針に「生態系に配
慮して地域の緑を守り活用しま
す」、「水と緑のネットワークを形成
します」を掲げ、地域の生態系の保
全、多様な生物の生息場所の確保
など生物多様性に配慮したものとし
ている。
・市川市水マスタープラン（大綱）を
策定中：H19年度中の策定を目指
し、水環境を巡る生物多様性の保
全を盛り込む方針である。

・普及啓発資料の作成・配布・頒布とし
て、『いちかわ自然観察ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ1～
6』、『巨樹に会いに行こう-市川市巨樹・
巨木調査報告書』、『市川の自然　緑と
水辺まるごとガイド』、『江戸川放水路
生きものまるごとガイド』、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ『発
見・市川の自然』。
・普及啓発事業の実施として(Ｈ17年度
分)、『夏休みこどもトンボ教室』、『自然
観察案内人養成講座(行徳野鳥観察
舎）、『定例観察会』(行徳野鳥観察舎)、
『地引網で干潟・浅瀬の生物調査をしよ
う！』、『三番瀬ｴｺﾂｱｰ』。
・市立市川自然博物館における各種展
示、自然観察会、自然講座、啓発資料
の配布など
・外来生物等についての啓発展示（市
役所多目的ホール、中央図書館ロ
ビー、市民祭りなど）
・本市自然環境政策に関する各種Web
ページの開設、情報提供
・公民館事業における自然環境体験講
座や観察会の実施
・大学における特別講義の実施（千葉商
科大学、和洋女子大学、東邦大学）
・緑と花の市民大学の開催（樹林地保
全ボランティアの育成）
・江戸川河川敷に水辺ビオトープを設置
し、博物館学芸員の指導を受けた周辺
の学校利用により維持管理（大洲ビオ
トープ）
・大町公園自然観察園におけるヘイケ
ボタル鑑賞会の実施

生物多様性に係る施策の実施状況（市町村）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県自然保護課調査（平成１８年１０月）

資料・情報調査・研究 その他施策具体的な事業 普及・教育・啓発計画・指針等の策定市町村名
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茂原市 ﾋﾒﾊﾙｾﾞﾐの発生数調査

― ―

ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ保護協議会による、ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ生
息地での保護活動、ﾋﾒﾊﾙｾﾞﾐ発生地保護
協議会による、ﾋﾒﾊﾙｾﾞﾐ発生地の環境整
備と保護活動

平成15年度にﾋﾒﾊﾙｾﾞﾐの観察会を実施
した。

―

成田市 動植物生息調査
水辺調査（第１次Ｈ5～Ｈ6年
度、第２次Ｈ14年度）、陸域調
査(第１次Ｈ７～8年度、第２次
Ｈ15年度)、総合解析(Ｈ16年
度)

動植物生息調査報告書として、水
辺編本編・概要版（Ｈ７.3）、陸域総
合編本編・概要版(Ｈ9.3)、総合目
録誌(Ｈ10.3)、第２次水辺編本編・
概要版・湧水調査野帳(Ｈ15.3)、第
２次陸域編本編・概要版(Ｈ16.3)、
総合解析報告書本編・概要版(Ｈ
17・3)、大栄町史自然編(Ｈ9.3)、坂
田ヶ池総合公園動植物調査報告
書

成田市環境基本計画(Ｈ12.3)※Ｈ
18・19年度で見直し

―

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
『成田の水辺自然観察ｶﾞｲﾄﾞ』(Ｈ8.3)、
『成田の自然観察ガイド』(Ｈ10.3)、『なり
たの自然環境』(Ｈ17.3)、坂田ヶ池親子
自然観察会、尾形船による印旛沼自然
観察会 ―

佐倉市 佐倉市自然環境調査 佐倉市自然環境調査報告書 佐倉市環境基本計画、佐倉市谷津
環境保全指針

佐倉城址公園ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ、西御門谷津環境
保全ｿﾞｰﾝ、上手繰川植生浄化施設、直弥
公園水辺施設

冊子『佐倉市の自然』、『佐倉の湧き水
物語』、佐倉市水辺観察会 ―

東金市 市内２ヶ所の生態系調査、動
植物調査（年２回、市内４地点) ―

東金市環境基本計画（Ｈ12年度策
定） ―

市内の雄蛇ヶ池にて、２月に同地生育
の動植物の自然観察会を開催。 ―

旭市
― ― 旭市環境基本計画(策定中) ― ― ―

習志野市 習志野市環境基本計画、習志
野市緑の基本計画（ともに
H19.3末策定予定）を策定後、
自然環境調査を実施予定。※
習志野市環境基本計画策定
は、習志野市環境基本条例第
9条の規定による。※習志野市
緑の基本計画策定は、都市緑
地法第4条の規定による。

習志野市自然環境調査報告書
（H2.3）、実籾自然保護地区自然
調査事業報告書(H12.3)

習志野市環境基本計画(H19.3末策
定予定)、習志野市緑の基本計画
(H19.3末策定予定)

自然保護地区、都市環境保全地区の指
定（「習志野市自然保護及び緑化の推進
に係る条例）第６条による）

自然観察会の実施、「ﾎﾀﾙの生息地づく
りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」の開催、野鳥観察会、谷津
干潟ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成、環境教育活動の実
施

―

柏市 自然環境調査の実施 柏の湧水、柏の自然を歩こう（Ｈ10
自然環境調査結果）

柏市環境基本計画（Ｈ15.3策定）、
柏市環境配慮指針（Ｈ16.2策定） ―

『柏の自然を歩こう』の作成、自然観察
会の開催 ―

勝浦市 植物現況調査(『勝浦市史通史
編』)編集基礎資料）

『勝浦市史　通史』、『勝浦市の文
化財』 ―

ミヤコタナゴの保護 中央公民館での山野草教室
―

市原市 市原市自然環境実態調査（Ｈ2
～Ｈ5）を実施し、調査報告書と
ガイドブック『自然環境いちは
ら』を作成。ｺﾞﾙﾌ場自然環境実
態調査(Ｈ9～13)を実施。

『市原市史』、市原市指定保全地
区等(樹林保全地区、保護樹木、
野生動植物保護地区)台帳、ｺﾞﾙﾌ
場別希少動植物一覧

改訂市原市環境基本計画(Ｈ18) 「市原市緑の保全および推進に関する条
例」等により樹林保全地区、保護樹木、野
生動植物保護地区の指定と奨励金の交
付。「市原市ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ保全活動推進事業
補助金等交付要綱」によりﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ保全活
動団体等への補助金交付。

「巨木めぐり」、「野鳥観察会」等の自然
観察会を開催。

―

流山市

―

保存樹木台帳 環境基本計画、第１期環境行動計
画

絶滅危惧種のｵｵﾀｶが営巣する森の主要
部を県立市野谷の森公園として保全す
る。

環境団体主催による利根運河ｳｫｰｸ、野
鳥観察会、自然観察会の実施。環境団
体(市が活動費を補助)による利根運河
の植物誌発刊。 ―

八千代市 動植物の現況調査 八千代市水辺の自然環境調査報
告書(2003年3月発行)、環境保全
林・保存樹指定一覧

八千代市環境保全計画、緑の基本
計画

ほたるの里づくり事業 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ『八千代の自然を歩こう！』、
自然観察会として、ほたるの観察会、自
然観察会（年２回）、野草に親しむ会(年
２回)、野の花ｳｵｯﾁﾝｸﾞ(年２回)、里山散
策、昆虫学習会、野草学習会等

―

名称：自然環境保護対策基本
計画(平成１６年３月、平成１８
年３月修正)
箇所：野田市江川地区
概要：野田市下三ケ尾地先他
の江川流域周辺には、「絶滅
のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」により
「国内希少野生動植物種」に指
定されている猛禽類をはじめ、
環境省や千葉県のレッドデ－
タ該当動植物が数多く生育・生
息しています。その中でも、オ
オタカやサシバなどの主要な
営巣地と採餌地は、三ツ堀の
谷津など広域的であり、これら
の自然生態系の保全の必要
性を踏まえた、自然共生地域
づくりの推進を図る必要があ
り、当該地区周辺に生息する
貴重な動植物や優れた里山環
境を保全し、さらに持続的に利
活用するための「自然共生型
地域づくり」の具体的手法を自
然環境や動植物に精通した
方々で構成された「自然環境
保護対策検討会」を設け検討
を重ね、基本計画を策定しまし
た。なお、その後の社会情勢
の変化を受けて、「自然環境保
護対策懇談会」の意見聴取を
踏まえ、基本計画の見直しを
行いました。

野田市 名称：市民の森保存、ふるさとの
名木・古木の保存
根拠：野田市緑地保存に関する実
施要綱（昭和５９年３月３１日）
概要：市民の森指定　８箇所　４
３，１　３５㎡、名木・古木の指定
２７本　ケヤキ、クス、スギ等
名称　自然環境保護対策基本計
画
概要（調査・研究のとおり）

名称：国土施策創発調査『自然
や歴史と調和した美しい地域空
間実現方策調査』
概要：(現在調査実施中：１８年
度事業)
今回採択となった「国土施策創
発調査」(美しい国土の形成を
目指した流域連携による自然
や歴史と調和した地域空間実
現方策調査)は、国土交通省
(国土計画局)が国側の幹事と
なり実施するもので、国と地方
の連携及びボトムアップ的な手
法による国土の利用、開発及
び保全に関する政策の推進の
ために行う全額国費負担の単
年度事業。
緊急性や必要性をはじめ、調
査結果として予測される施策を
先駆的に使う素地が整っている
ことや、調査をその地域で行う
ことの意義、実効性が高いこと
など、いろいろな観点で検討さ
れてきた。
　　野田市からは「自然や歴史
と調和した美しい地域空間実現
方策調査」として、「拠点地区を
中心とした利根運河流域にお
ける自然と歴史が調和した魅
力的な地域空間づくりの展開」
をテーマに、利根運河流域の地
域資源(自然・歴史・文化など)
の活用、地域空間の形成、３県
(千葉県・埼玉県・茨城県)５市
(野田市・流山市・柏市・吉川
市・守谷市)にまたがる地域連
携、都市と田園の交流などの必
要性を、国土形成計画法の施
行(昨年末に施行された国土形
成計画法に掲げられた国土形
成計画の基本理念の速やかな
具現化)や、利根運河への環境
用水の円滑な導入などの緊急
性も含めて、提案してきた。
　　さらに、実現性として、拠点
地区である江川地区では自然
環境保護対策基本計画を策定
し、今秋から本格的に90ｈａの
ビオトープとして整備する計画
があることや、近隣自治体との
環境整備施策の展開などを挙
げた。
※ 利根運河フォーラムトップ
ページURL（暫定版）
　
URL:http://toneunga.web.infos
eek.co.jp/sample/index/index.h
tml

名称：自然環境保護対策基本計画
（調査・研究のとおり）

保存樹林地地区の指定：野田市貴重な野
生動植物の保護のための樹木林地の保
全に関する条例の制定。（検討中）

啓発：国土施策創発調査及び江川地区
のビオトープ整備について市報等に掲
載
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鴨川市
― ―

環境基本計画の策定
―

自然観察会（年１回、小学生及び保護
者対象） ―

鎌ヶ谷市 動物（小動物・爬虫類・鳥類・
昆虫類）の生態及び現況調
査、植物の植生（社寺林など）

『鎌ヶ谷市史』資料編Ⅶ（自然）、
『鎌ヶ谷の樹木』（鎌ヶ谷市郷土資
料館調査報告書Ⅴ）、『鎌ヶ谷の
森と林』（鎌ヶ谷市郷土資料館調
査報告書Ⅵ）、『鎌ヶ谷の野鳥』
（鎌ヶ谷市郷土資料館調査報告書
Ⅶ）、『鎌ヶ谷市史研究』創刊号、
第６～12号・第14号・第18号に自
然関連原稿掲載、保存樹木・保全
林の指定

鎌ヶ谷市環境基本計画

―

『林の生き物ｳｫｯﾁﾝｸﾞ！－鎌ヶ谷の自
然をみつめる－』（Ｈ16年度鎌ヶ谷市郷
土資料館企画展）の開催及び図録作
成、巨木観察会の開催、自然観察会
（植物・鳥類・昆虫など）の開催、公園予
定地での自然観察会等を開催

―

君津市

― ― ―

「君津市自然保護及び緑化に関する条
例」に基づき、自然保護地区及び保存樹
木の指定。

― ―

富津市
― ― 環境基本計画(策定中) ― ―

浦安市 自然環境調査（植物、昆虫類、
鳥類等）、魚類生息調査実施
中、海藻生育調査実施中 ―

環境基本計画

―

環境専門委員の活用、干潟観察会、野
鳥観察会、海藻観察会

保存樹木に関する規則

四街道市 自然環境調査（H17年度）：動
植物の現況調査

自然環境調査に係る報告書（植生
調査票、植物確認種類一覧、昆虫
確認種類一覧、写真集等）

四街道市環境基本計画（H10.3）

― ― ―

袖ヶ浦市

― ― ―

市内で生垣を新規に設けた方に生垣設
置奨励補助金を交付している。指定され
た樹木等を管理している方に保存樹木等
助成金を交付している。

毎年２回（春・秋）に袖ヶ浦市内にて自
然散策会を開催している。

袖ヶ浦椎の森工業団地内自然
環境保全緑地にて月２回のﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ等による緑地管理を行っ
ている。

八街市 ― ― ― ― ― ―

印西市 印西市自然環境調査、生物ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ調査

印西市自然環境調査・生物ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ調査結果、湧水台帳、巨樹巨木
台帳※個人情報のため不開示

印西市環境基本計画、ecoｶﾚﾝﾀﾞｰ
(印西市環境行動指針)

― ―

自然探検隊（自然観察会）

白井市 自然環境調査 白井市の巨樹・古木の調査報告
書

環境基本計画
― ― ―

富里市 ― ― 環境基本計画 ― ― ―
南房総市 ― ― ― ― ―
匝瑳市

―

巨樹巨木台帳 環境基本計画(旧八日市場版)、合
併後のものは来年度以降に策定予
定。

― ― ―

香取市

―

旧佐原市分について一部整備済
（鳥類・魚類・植物の既存調査結
果をﾏｯﾌﾟ化、巨樹・巨木調査）

― ― ― ―

山武市 ― ― ― ― ― ―

いすみ市

― ― ―

「いすみ市ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙの保護に関する条
例」により、山田地区の一部を保護区域と
して、自然環境の保全及びｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙの
保護を行っている。

― ―

酒々井町 ― ― ― ― ― ―
印旛村 ― ― ― ― ― ―
本埜村 ― ― ― ― ― ―
栄町 水生生物調査・鳥類聞き取り

調査、環境ﾏｯﾌﾟ作成(Ｈ14年度)
湧水・井戸確認調査、樹木調査(Ｈ
14年度) ― ― ― ―

神崎町 ― ― ― ― ― ―
多古町 ― ― ― ― ― ―
東庄町 ― ― ― ― ― ―
大網白里町 ― ― ― ― ― ―
九十九里町 ― ― ― ― ― ―
芝山町 ― ― ― ― ― ―
横芝光町 ― ― ― ― ― ―
一宮町 ― ― ― ― ― ―
睦沢町 ― ― ― ― ― ―
長生村

― ― ― ―
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体による自然観察会の開催

―

白子町 ― ― ― ― ― ―
長柄町

― ― ―

ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞの生息地で流路の蛇行等の工
法を実施した。 ― ―

長南町 環境調査隊員によりﾎﾀﾙ生息
調査を行っている。ﾎﾀﾙﾏｯﾌﾟの
作成。

― ― ―

自然環境学習会（７月）、ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ観察
会（６月）の開催 ―

大多喜町 ― ― ― ― ― ―
御宿町

― ―
ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ生息地等環境整備基本構
想

ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ生息地環境整備事業 ﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）
―

鋸南町 ― ― ― ― ― ―

我孫子市 保存緑地等の台帳(我孫子市緑地
等の保全及び緑化の推進に関す
る条例)、我孫子市の植生に関す
る調査報告書、我孫子市自然観
察調査報告書〔①植物・手賀沼周
辺植生③昆虫④水生植物⑤鳥類
調査〕、我孫子市谷津・水田等自
然環境調査報告書〔①植物(植
生、植物種類相②動物「鳥類、両
生類・は虫類、昆虫類(トンボ目)、
水生動物(魚類・甲殻類・貝類)」③
水環境〕、休耕田での湿地復活及
び生物調査報告書〔①植生　②両
生類　③ホタル類　④トンボ類　⑤
水生動物　⑥鳥類〕、自然観察指
導員によるルートセンサス調査報
告書〔(①植物②樹木〕岡発戸谷津
の昆虫調査報告書

我孫子市の植生に関する調査
(千葉大学園芸学部緑地保全
学研究室:1982年)、我孫子市
自然観察調査
〔①植物調査「㈱緑生研究所：
1991年」手賀沼周辺植生調査
「㈱緑生研究所：1991年」③昆
虫調査「㈱緑生研究所：1992
年」 ④水生植物調査「㈱環境
工学研究所：1993年」⑤鳥類
調査「(財)山階鳥類研究所：
1995年」〕、我孫子市谷津・水
田等自然環境調査〔「(財)県環
境財団:2001年・2002年」①植
物(植生、植物種類相)②動物
「鳥類、両生類・は虫類、昆虫
類(トンボ目)、水生動物(魚類・
甲殻類・貝類)」③水環境〕、休
耕田での湿地復活及び生物調
査〔「国土環境㈱：2002年」①
植生　②両生類　③ホタル類
④トンボ類　⑤水生動物　⑥鳥
類〕、自然観察指導員による
ルートセンサス調査〔①ハケの
道沿いの植生調査(首藤美恵
子:「2002年-2003年」)②ハケの
道沿いの樹木調査(染谷迪
夫:2003年-2004年3月)〕、昆虫
調査(中央学院高等学校生物
部「2003年4月-2003年12月」)

我孫子市環境基本計画、市民・事
業者への環境配慮指針〔環境基本
計画の付属方針〕、我孫子市谷津
ミュージアム事業構想、古利根沼周
辺整備構想・基本計画、緑の基本
計画、

谷津ミュージアム事業〔谷津ミュージアム
区域内谷津田保全支援補助金の交付・
ホタル・アカガエルの里の整備事業・多自
然型護岸整備による水路整備モデル事
業・自然再生事業など〕、我孫子市手賀
沼沿い斜面林保全条例による指定、我孫
子市緑地等の保全及び緑化の推進に関
する条例による指定、市民の森整備事
業、手賀沼ビオトープ運営事業〔手づくり
ゾーン・観察ゾーン・生息ゾーン〕、古利根
沼市民観察の森ゾーン整備事業、利根川
ゆうゆう公園整備事業〔(自然観察ゾーン
の整備及び自然緑地保全事業〕

谷津ガイドマップの作成、手賀沼関連啓
発パンフレットの作成〔魚・水環境・生活
など〕、自然観察会の開催〔環境レン
ジャーネイチャーイン、谷津観察会、あ
びこ自然観察隊、定例探鳥会など〕、谷
津学校〔人材育成〕、環境レンジャー養
成講座〔人材育成〕、ジャパン バード
フェスティバル〔人と鳥の共存をテーマ
にした環境啓発事業〕

―

１５４



城之内　健一（個
人）

○利根川除草工事で草の種類の調査
目的：草の種類によって刈りあがりに
ムラが出来る、その対策に草刈り車の
速度を草の種類によって速度を変え手
戻りのないように施行する。堤防にマ
ムシなどの生息地もあるので危険防止
の面から調査する。

除草工事の目的を、土木施行管理技士
会のレポートでまとめ、千葉県建設業
協会ＨＰに記載
http://www.chikenkyo.or.jp/tenbou1
11-16.htm

千葉県県土整備部主催のＣＣＩコンテ
ストにおいて評価を得ている。カラシ
ナ・・・モグラ・・・ミミズ・・・堤
防の漏水

ｴｺメッセにおいて、堤防の草とミミ
ズとモグラから漏水の原因になる因
果関係のパネル展示。

現場地域住民と自然観察会実施

成東・東金食虫植
物群落を守る会

○成東・食虫植物群落の植物相調査
○成東・東金食虫植物群落内の植生調
査
○保護増殖調査委員会、検討会への協
力

2000年～2003年に行われた国指定天然
記念物「成東・東金食虫植物群落」保
護増殖調査報告書に協力、維管束植物
の目録の作成を行った。

2000年～2003年に行われた国指定天然
記念物「成東・東金食虫植物群落」保
護増殖調査に協力、その結果「成東・
東金食虫植物群落」ﾐｭｰｼﾞｱﾑパーク構想
ができた。

○成東・東金食虫植物群落において
食虫植物タヌキモ・モウセンゴケの
他ミズトラノオ保護増殖に協力。○
セイタカアワダチソウ・メリケンカ
ルカヤ・ニワゼキショウ類の抜き取
り。○野焼き・ヨシ、ススキ株の掘
り取り。

○成東町（現山武市）教育委員
会が発行した冊子「国指定天然
記念物成東・東金食虫植物群落
ｶﾞｲﾄﾞ」の編集。○「食虫植物子
ども教室」を毎年夏休みに開催
（本年で１３回）：案内用葉や
看板の編集に協力、花こよみの
作成。○年３回自然観察会開
催。講演会を開催。見学者や団
体の案内。案内用写真カードを
見学路へ設置。ＨＰでの案内。

夷隅郡市自然を守
る会

①ゲンジボタル幼虫の上陸調査（1990
年～）②ゲンジボタルの里の河川の生
物調査（2003年～）③トンボの生息分
布調査（1991年～）④夷隅川河口北岸
の海浜植物調査（1992年～）⑤南総地
区の谷津田の現況の調査（1995年～）
⑥アカウミガメの上陸産卵調査（1996
年～）

①夷隅川河口北岸の海浜植物分布調査
（パネル：作成中）いすみ市のゲンジ
ボタル（絵葉書による生態写真集）③
いすみ市山田地区におけるゲンジボタ
ルの上陸と羽化に関する調査結果（報
告資料）④　海中桜再現実験報告書
（冊子）⑤いすみ市高谷・トンボの沼
周辺におけるトンボの確認種リスト⑥
ゲンジボタル観察ガイドブック（冊
子）

①海の資料館構想（夢鯨の会と協働）
②ゲンジボタルの生息環境に関する提
言を含め各機関に複数の提言を行なっ
ている（がここでは省略）

①トンボの生息調査と保護活動②
ビーチクリーンアップ岬③スナメリ
ウオッチングと海の観察による、自
然観察・自然保護型の
　クルーズ構想④アカウミガメ上陸
産卵調査と海岸保全活動⑤ミヤコタ
ナゴの生息地域の調査と保護活動⑥
菜の花エコ・大原による循環型社会
形成に向けた取り組み（菜の花エコ
プロジェクト）⑦環境フェアへの出
展などは複数あるので省略

①自然観察用ガイドブックの作
成と配布（ゲンジボタル・トウ
キョウサンショウウオ・干潟の
小動物・磯の自然観察、など多
数）
②自然観察会の実施（ゲンジボ
タル、トンボ、磯、干潟、砂
浜、冬鳥、里山、川の生物、ク
サフグ、など多数。年５～6回実
施
③小中学校への講師派遣、観察
会の講師派遣など

特定非営利活動法
人　ＮＰＯさとや
ま

①流山市市野谷の森と周辺の動植物調
査（ＮＰＯさとやま独自調査）
②流山市新川耕地の野鳥調査（ＮＰＯ
さとやま独自調査）
③流山市西初石の森動植物調査（流山
市委託）
※いづれも継続調査中

①「ｵｵﾀｶの住む市野谷の森」自家出版
冊子動植物目録掲載②市野谷の森自然
観察会（月１回開催）動植物目録あり

①国土交通省地域資源活用構想調査受
託：対象地は利根運河で利根運河エコ
ミュージアム構想と名づけて提案（平
成１６年度）
②千葉県へ流山市市野谷の森の保全構
想「流山自然観察の森基本構想」－ｵｵﾀ
ｶ生息環境管理の提案ー（平成７年９
月）
③千葉県へ市野谷の森の保全・種の多
様性を高めるための生態学的管理手法
の提案（平成９年３月）

①流山市市野谷の森の保全活動
②流山市環境デー「環境シンポジウ
ム」出展
③我孫子市「ジャパンバードフェス
ティバル」出展
④流山市景観形成作物栽培受託
⑤流山市西初石小鳥の森の管理維持
受託

○のしたいな市野谷の森の自然
ガイドブック作成○毎月１回市
野谷の森の自然観察会（野鳥・
植物など）開催、流山市環境
デー新川耕地の植物観察会開催
○流山市小中学校のﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ造成
の設計と指導担当○流山市小中
学校の総合的学習に講師派遣○
流山市主催利根運河ウォーキン
グの野鳥と野草講師派遣とガイ
ドブック作成担当

さくら・人と自然
をつなぐ仲間

○市民による谷津田調査　独自の取り
組み
○２０００年より市内主要谷津数箇所
で生き物調査
○ニホンアカガエル卵塊、ムラサキゴ
ケ、ハグロトンボ等の定量調査、ヘイ
ケ・ゲンジボタル調査は佐倉市、他市
民団体と協働
※手法：現地調査

○『市民による谷津田調査』２００１
年３月、３００部作成　残部無し
○『市民による谷津田調査」』００４
年３月、５０部作成残部無し

○『さくら・水と緑のまち』１９９９
年９月、２００部作成
○「佐倉まるごと里山公園」まちづく
り構想　提言　２０００年２月
○畔田沢に魚道を提案、佐倉市により
設置　２０００年１０月
○「下志津・畔田地先公園予定地（仮
称　佐倉西部自然公園）土地利用計画
案」提言　２００６年２月

○下志津・畔田の谷津において
佐倉市能谷津保全整備事業に協力
○行政と協働　ゲンジボタル発生地
の保全活動

○シンポジウム「佐倉の谷津に
ついて考えるシンポジウム」共
催、２００６年５月
○観察会「ケビンと歩こう！」
下志津・畔田で共催、２００６
年５・８・１０月
※上記供に佐倉市環境政策課、
（財）佐倉緑の銀行と共催

館山野鳥の森ボラ
ンティア会

館山野鳥の森ボランティア会の結成(平
成12年度)以来毎年つきに2回の頻度
で、館員が午前6時から8時に野鳥の森
構内で観察される野鳥を記録し続けて
いる。その結果これまでに15目３２科
77種が観察されている。また、構内の
植物についても、観察調査を継続して
いる。

（１）の野鳥の種類についての結果
は、月に２回、館山野鳥の森あるこう
ﾏｯﾌﾟに掲載して、現地で配布。平成１
８年８月分からは、ＨＰ上にも公開。

―

佐倉市能谷津保全整備事業に協力 野鳥の森主催の年間催事（月１
回程度）の際に、ボランティア
会員が２～３名ずつ講師として
参加し、自然観察会や探鳥会へ
の協力を続けている。
また、県内公民館の催しでの野
鳥観察会などへも、講師として
協力をしている。

緑の環・協議会
（みどりのわ）

― ― ― ―

○地域ESDミーティングの開催：
谷津田里山の違法砂利採取跡地
復元をテーマに土地改良区、地
元地区、周辺都市住民に状況を
説明し県内諸団体の参加の元、
知見を集め情報を交換する。
○地権者、地元地区などの里山
保全活動地の見学会○意見交換
会開催

ＮＰＯサポート技
術士センター

― ―

｢県とＮＰＯとの協働事業提案」に「印
旛沼流域河川の上中流域における水生
生物層と塩素消毒の影響調査」を提
案。＊農業集落排水処理施設の塩素消
毒

○ふなばし環境フェア（６月１０
日、船橋中央公民館）：松尾町で実
施している「田んぼの学校｣等に参
加している活動を写真で展示。
○山武市（旧松尾町）のメダカの水
路、環境配慮型農業用水路整備の工
事計画に住民参加をつなげる協力を
行っている。（山武市の委託）

―

○八千代市保品地区谷津田水路○佐倉
市大佐倉地区谷津田水路○印旛村地区
谷津田水路
マシジミ・水生生物調査で、上記水路
には、貴重種の水生生物が生息してお
り、水路管理者・農業者（地権者）の
協力を得る事で、市民参加型の協働に
よる生物多様性保全・再生を推進する
ことで構築できます。（例）八千代市
保品地区谷津田水路約900ｍは、関係機
関との会議が行われ、18年12月より保
全プロジェクトチームを発足させて、
生物多様性の保護・保全の取り組みが
始動します。

○印旛沼流域全河川支流谷津田水路
マシジミ・水生生物調査と保護・保
全活動
○生物多様性保護・保全活動⇒関係
機関・流域行政・農業者・他のＮＰ
Ｏへの協力依頼

○調査地区水路の水生生物調査一覧
表・写真集
○調査内容を県警機関と検討し、水生
生物育む水路の保護・保全を推進し、
生物多様性のモデル地区を構築しま
す。

小・中学生環境学習（年４回実
施）
○水路脇広場での体験環境学習
○水路での親子釣り大会
○水路での生き物とのふれあい
体験学習
○流域市民参加の水生生物観察
会

今日の印旛沼では、絶滅したマシジミ
（２枚貝）が流域の谷津田の小川にか
ろうじて生息しているのを発見！ま
た、タナゴ・メダカ等多くの水生生物
が生息しており、タナゴと共生するい
し貝も発見！このマシジミ・水生生物
の調査を継続実施して、水質浄化に欠
かせないマシジミ・水生生物の保護・
保全活動を実施しています。
環境に優しい環境生態工学（バイオエ
コエンジニアリングの手法）こそが２
１世紀に求められていて、生物多様性
による食物網を構築させることが重要
であり、食物連鎖が起きることで、生
態系の安定化をもたらし、多様な水生
生物を育むことで、窒素・りんの形骸
排除に寄与し、水質浄化に貢献しま
す。　この環境保全された水路を小・
中学生の体験環境教育の場としての活
用を促進し、千葉県関係機関・他ＮＰ
Ｏ団体・流域行政協働で生物多様性が
構築で出来ます。

ＮＰＯ法人印旛野
菜いかだの会

団体名

N     P     O     の     取     り     組     み     事     例     一     覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県自然保護課調査（平成18年10月）

資料・情報調査・研究 具体的な事業 普及・教育・啓発計画・指針等の検討・提案

１５５



団体名 資料・情報調査・研究 具体的な事業 普及・教育・啓発計画・指針等の検討・提案

市原植物研究会

○昭和３４年に会を発足、現在の会員
約８０名
○過去に市教育委員会の要請で｢市原植
物目録｣を作成。また、大福山植生調査
を行い同教育委員会へ報告。そして県
へ。
○高滝神社の森とダム水没予定地の植
生調査、市民の森や開発予定地等の調
査を行い会誌｢野草の友」に発表。

平成２年～５年市原市が県立中央博物
館に委託して行った「市原市自然環境
実態調査｣を支援。調査員３７名中３
１人が当会員。現在県内の野生植物を
メッシュに調査をしている。前県立中
央博物館副館長の大場達之博士に協力
している。

会員各自が各地域・地図等で公民館活
動やサークル活動で、また、国や県の
施設等で指導的立場で活動し、行政に
対して発言している。

主に市原市内の団地とその周辺の植
生調査を計画中

月１度の自然観察会の実施。
年刊誌「野草の友」の誌上で会
独自の調査研究や、会員個人の
調査研究等の報告や発表の場と
しており、お互いに刺激しあい
知識の蓄積や人材の育成に努め
ている。

ＮＰＯホタル野

来る12月9日（土）に、流山市Ａ地点の
調査と研修会を開催予定。
Ａ地点とは、今夏ヘイケボタルを大量
に発見した地点。研修は千葉県環境財
団の環境学習アドバイザー制度を利
用。現地にて視察と生物調査後、研修
会を行なう。

調査・研究項目の内容の他に、ＮＰＯ
ホタル野が利用している有機無農薬田
んぼで、昨年よりイチョウウキゴケ、
タコノアシが出現。写真のみ保存。

流山市Ａ地点の保全について、市の環
境保全課宛に「Ａ地点のヘイケボタル
の重要性と保全計画について（提案･要
望）」の書面を8月23日付で提出済み。

・有機無農薬田んぼの実施
・ホタルの幼虫飼育と里親制度を実
施（51組約100名参加）
・11月18日流山市協働まちづくり
フォーラムに出展参加
・11月19日生涯学習フェスティバル
in県民プラザに出展参加
・12月3日流山市環境シンポジウム
に出展参加

・5月6日ホタル野田んぼにてヘ
イケボタルの幼虫放流会（125名
参加）
・5月13日新川小学校5年生72名
が田植え体験
・6月30日鰭ヶ崎小学校3年生105
名に出前ホタル講座実施
・9月21日新川小学校5年生72名
が稲刈りに参加
・12月17日中央学院高等学校生
物部にホタルの講演予定

高根フレンドみち
くさ

海老川上流の髙根川で水生生物調査を
実施「年１回」（千葉県環境生活部水
質保全課水質指導室委託）

毎月発行する会報「みちくさ」に植物
（主として野草）の情報を掲載するこ
とあり（頻度は少ない）

「海老川流域水循環再生推進協議会」
の席上、水質の保全・乱開発の防止を
提言している。

①里山のゴミ拾い、下刈りなど月に
２回実施②船橋市環境フェア、生き
活き展に毎年出展。③小学生を対象
に「里山探検」など実施

夏のホタル観察会を始め、季節
ごとの自然観察会を開催。

＜土気東地区土地整理事業に伴う昭和
の森周辺の自然環境破壊に対する保
護・保全活動＞
○1997．5．22
「土地区画整理事業に係わる昭和の森
内の調整池計画に関する要望書」を協
議会会長名で千葉市長宛て提出し、自
然保全のため事業の撤回を求めた。○
1997．7．31付千葉市長からの回答書に
対し、「千葉市都市計画事業　土気東
特定土地区画整理事業に関する要望
書」を提出し、①自然豊かな流域を残
存緑地としてより多く残してほしい②
調整池3号の設置位置変更③希少植物の
全種、全固体の適期・適地への移植④
該当地域の自然環境の保全などについ
て協議する、市、施工者、市民団体お
よび当協議会による定期的な協議機関
の設置等6項目の要望を提出した。○～
現在：要望した協議機関「土気東環境
連絡協議会」が1998．7．30．に開催さ
れ、以降、その協議会活動を通じて環
境保全・保護に関する提言や活動を
行っている。
＜成田新高速鉄道線建設事業および一
般国道４６４号北千葉道路建設事業に
係わる環境影響評価準備書に対する意
見書の提出＞
2005年1月15日付で成田高速鉄道アクセ
ス㈱に当協議会代表名で当該環境影響
評価準備書に対する意見書を提出し、
計画そのものの見直し（経済投資効果
など）を提言した。それでも鉄道の投
資効果が期待される場合は、千葉県
レッドデーターブックの最重要保護鳥
類や重要保護鳥類などが多数生息する
自然環境に、もっとも影響の少ない
ルート（サンカノゴイの生息地を分断
しないルート）を再検討するよう要求
した。

○昭和の森ゲンジボタル愛護会活動
＆カタクリ保護・保全活動：2001年
より千葉市緑公園緑地事務所と協働
で、昭和の森内に自生するゲンジボ
タルやカタクリなどの貴重種植物が
生息することの出来る環境を保全す
るため、里山管理、水質・水量管
理、水路整備などを行っている。ま
た、ゲンジボタル観察会、カタクリ
観察ガイドを行い、その保護・保全
の為の環境対策、里山・里川管理の
必要性を広く市民の方々に理解して
もらうよう努めている。

○自然観察会の開催
・協議会主催の自然観察会：昭
和の森自然観察会（12回/年）、
昭和の森子ども観察会（3回/
年）、東葛自然観察会（6回/
年）を開催している。当協議会
活動の基本理念は「自然観察か
らはじまる自然保護」であり、
観察会を通じて、自然が好きに
なり、自然を理解し、自然を大
切にする心を育むよう活動を展
開している。特に、千葉市緑公
園緑地事務所と共催の昭和の森
自然観察会は本年末で15周年を
迎え、その間180回の観察会を
行っている。また、観察会資料
は「昭和の森自然観察会資料
集」として5周年記念、10周年記
念として第1回以降の資料を編纂
し、県下の主な図書館などで閲
覧可能であり、広く一般の方々
の参考になればと願っている。
（来年1月に15周年記念資料集を
発刊予定）
・小学校自然観察支援活動：こ
の数年間、協議会の重点活動と
して展開している一つは、小学
校自然観察支援活動である（5～
6回/月）。小学校の授業の一環
として、子供さんたちが自然に
接し、自然に感動し、自然を大
切にする豊かな感性を育むお手
伝いが出来ればと念じている。
・協議会会員が主催している自
然観察会：自然観察会や自然保
護活動を行う為、当協議会会員
が千葉県下で約50の活動グルー
プを主宰している。これらグ
ループはそれぞれの地元でその
地域に密着した活動を行政等と
も連携しながら展開している。

○他団体との探鳥会の共催
・市民参加のバードウイーク手
賀沼探鳥会を（財）山階鳥類研
究所、我孫子市鳥の博物館、当
会と共催。我孫子市環境レン
ジャー、我孫子市、当会と共催
で市民手賀沼探鳥会実施。
○独自活動
・「ジャパンバードフェスティ
バル」に参加、パネル展示、紙
芝居の製作と出演、庭に鳥を呼
ぶ方法の展示、鳥の餌台製作、
手賀沼の船上バードウオッチン
グ、定点バードウオッチングで
水鳥の現況と鳥を通しての環境
問題を市民に啓発、広報。
・ 我孫子市環境レンジャーの公
開講座で手賀沼の鳥の概要を市
民に説明。
・ 学校や団体の依頼に応じ手賀
沼周辺の探鳥会を指導。
・ 美しい手賀沼を愛する市民の
連合会１０周年記念の会で「手
賀沼周辺の景観…人と鳥の視点
から」を発表。環境問題は視点
を変えた見方の大切さを訴え
た。

① 自生ＧＭナタネ調査活動
② GMOフリーゾーン宣言運動
○遺伝子組み換えされた作物や動物
など、生産しませんと意思表示する
生産者、生産面積をふやす活動
③ 種子と農法
④サンライズプランを通した地域で
の産物の産直事業

①遺伝子組み換え作物食品に関
する学習を地域で開催
○遺伝子組み換え食品いらな
い！キャンペーンに参加
②旭市と環境調査を実施した小
学校と生活クラブと環境調査の
発表会を実施。
○小学校間でインターネット交
流会実施

１．手賀沼水鳥カウント：手賀沼で見
られる水鳥の種類と個体数を月１回調
査。1977年より実施し今年で30年目と
なる。
２．手賀沼ビオトープの鳥類調査：千
葉県環境財団より「手賀沼ビオトープ
の鳥類調査を受託し毎月１回、出現種
と個体数のカウントを実施し報告。今
年で８年目となる。
３．会員が観察した手賀沼周辺の野鳥
記録を1972年よりデータベースとして
収録。同地域で見られた絶滅危惧種等
の記録も整理している。

○月１回、手賀沼で定例探鳥会を
1972年より実施、その他遠出探鳥
会、一泊探鳥会を通じ、野鳥や昆
虫、植物など多様な生物に実際に触
れ、環境問題を実感して貰ってい
る。
○環境保全活動として、当会行事と
して「手賀沼クリーン作戦」「ホタ
ルの観察会」実施。「手賀沼ふれあ
い清掃」参加。環境フェアの出展と
して、「手賀沼流フォーラム」にパ
ネル展示で参加。「手賀沼学会」
「市民活動フェアinあびこ2006」に
講演とパネル展示で参加。

千葉県親水広場の「水の館」内に常設
の鳥の写真を展示する。展示には当会
会員撮影の写真を使用し、会の活動内
容も紹介することで計画を進めてい
る。
我孫子にコウノトリを呼ぶことができ
る環境整備の推進を検討する市当局に
対し、実現の条件、可能性を様々な角
度から検討して提案するための勉強会
を企画している。

○定期発行物
会の情報誌として「ほーほーどり」を
年６回発行している。2006年11月現在
193号発行している。
○書籍の刊行
｢手賀沼の鳥―20年の観察記録｣ 1994
年刊行
「手賀沼の鳥Ⅱ―30年間の変遷　2004
年刊行
当会は1972年に発足して1994年に20周
年、2004年に30周年を迎えた。その節
目に記念事業として手賀沼とその周辺
の鳥の観察記録をまとめ「20年の観察
記録」を発刊、さらに「30年間の変
遷」はその後10年間の観察記録を追加
し、手賀沼とその周辺の鳥類目録、手
賀沼の水鳥の個体数調査に手賀沼とそ
の周辺地域で生息が危惧される鳥類を
あらたに加えたものである。掲載され
た写真は全て会員の撮影による。

我孫子野鳥を守る
会

① 自生ＧＭナタネ調査活動（2005
年、2006年）資料あり
○千葉県内では2006年、238検体中５
検体にＧＭ陽性反応が出た。
○２次検査で陽性だったのは、千葉市
４検体、成田市(旧大栄町）1検体。
○千葉市の４検体のうち、１検体はラ
ウンドアップ、バスタとも陽性だっ
た。このことは、２種類の除草剤に耐
性をもつＧＭナタネが生えていたこと
を意味する。○ラウンドアップ（また
はバスタ）の除草剤を使ってもナタネ
だけは枯れないようにとＧＭナタネが
開発されている。しかし、現在ラウン
ドアップとバスタの両方の除草剤でも
枯れないＧＭナタネは開発されていな
い。○今回の調査結果で、２種類の除
草剤に耐性をもつＧＭナタネがあるこ
とがわかり、原産地カナダあるいは千
葉県内（こぼれ落ち自生）での自然交
雑（遺伝子汚染）が原因と思われる。
②タム研究所の調査データは旭市で保
管している。

①-1　自生ＧＭナタネ調査活動（2005
年、2006年）について
○今秋、２次検査で陽性千葉市、成田
市、千葉県と協議会を設け、検査結果
の情報を提供し、意見交換を行った。
市民による調査活動にも限界があり、
次年度、行政も一緒にできること（調
査する人・費用など）を検討してほし
いと要望した。
①-2 食品等の安全安心確保のための条
例づくりについて
○遺伝子組み換えされたナタネが自生
し、自然界での交雑の危険性が危惧さ
れる中で、安心して暮らしたいため
に、条例づくりに積極的に参画してき
た。○「遺伝子組み換え作物の栽培に
関する指針」検討委員会における検討
過程に、より多くの県民（消費者・生
産者）の声が反映されること。また、
食品の安全性のみならず、作物を生産
する環境が守られるよう、県庁各部局
の連携により、県民が納得行く指針に
なるよう、千葉県議会議長に請願書を
12/5に提出した。
②旭市では、サンライズプランを通し
て、総合教育に身近な地域の生物調査
を提案している。この取組みがさらに
広がる事を期待している。

①自生ＧＭ（遺伝子組み換え）ナタネ
調査時活動（２００５年、２００６
年）
昨年に引き続き、３月下旬から４月中
旬にかけて、全国で自生ＧＭナタネ調
査。身の回りのナタネ（菜の花）を採
種し、調べた。
②旭市のサンライズプランを通して、
全農、旭市、生活ｸﾗﾌﾞ、旭愛農と共に
田んぼ、畑の生き物調査を行なってい
る。

生活クラブ生活協
同組合　千葉

千葉県自然観察指
導員協議会

千葉市大草地区谷津田や、小山町地区
の生きもの調査など当協議会が千葉市
や日本自然保護協会などの調査に協力
するケースは多々あるが、当協議会が
独自に、または受託して行ったことは
ない。

生物多様性に係わる資料として整理
し、まとめた資料・情報は無い。ただ
し、各地で当協議会が主催した観察会
の記録・情報は全て当協議会の会報
「しおかぜ」に掲載され、1983年12月
以降現在に至るまで掲載保管されてい
る。なお、1983年12月から2003年1月
までの会報は合本として編集され、県
内の主な図書館などで閲覧可能であ
る。
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団体名 資料・情報調査・研究 具体的な事業 普及・教育・啓発計画・指針等の検討・提案

千葉県野鳥の会

○千葉県水鳥一斉調査（冬期、春期、
秋期の３回）○鳥獣保護区等内野生鳥
獣生息環境調査（千葉県調査委託調
査、毎年指定期間の更新が予定されて
いる４ないし５鳥獣保護区を対象）○
カワウねぐら、コロニー調査（県及び
他の団体等と協働実施）○サギ類ねぐ
ら調査（他団体等と協働し実施）○そ
の他、会として必要と思われる野生鳥
類に関する調査。

○開放｢房総の鳥｣(行事案内、行事報
告その他野鳥情報を毎月掲載)
○千葉県水鳥一斉調査記録(１９７３
年から２００３年までの記録をＣＤに
収録)
○リーフレット｢なんだろう｣(千葉県
で見られる主な野鳥の紹介)
○リーフレット｢千葉県探鳥地案内」
（千葉県内の主な探鳥地の照会）

○野生鳥類保護を主とする自然保護に
関する意見提出
○三番瀬の保全に関する意見書提出
○鳥獣保護事業計画に対する意見書提
出
○その他、自然環境保全に関する意見
書及び要望書提出

○サギ類、カワウ、コアジサシなど
特定の鳥類の保護管理に関する対策
に協力
○谷津干潟の環境保全に関する対策
に協力
○ジャパンバードフェスティバル等
に出展

○毎年百回以上の探鳥会、観察
回答を開催
○県や市町村、県民の森、他団
体等が主催する探鳥会、自然観
察会に講師派遣及び行事運営協
力

流山野鳥同好会

千葉市大草地区谷津田や、小川地区の
生き物調査など当協議会が千葉市や日
本自然保護協会などの調査に協力する
ケースは多々あるが、当協議会が独自
に、または受託して行ったことはな
い。

○探鳥会確認野鳥目録：会報（年４
回）に掲載し、会員、関係団体、市役
所等へ送付

― ―

探鳥会の開催
対象者：会員(約９０名)、一般
参加者
場所：流山市内を中心に、県
内、近県
開催数：１０回／年

四街道自然同好会

○平成13年春～１４年冬：四街道市内
の「郷土の森及び周辺」の生物調査を
実施し、報告書にまとめた。（但し、
暫定報告）○平成15年３月：四街道市
内ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ記載種を調査し、報告
書にまとめた。（但し、暫定報告）○
平成18年８月～：現在、四街道市総合
公園の生物調査（主に植物）を実施
中。

○郷土の森生物調査報告書（暫定）
○レッドデータブック記載種から見た
四街道の自然－四街道市内ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ
ﾌﾞｯｸ記載種（暫定）ー

四街道市当局が策定を企画している
「緑の基本計画」に対して、「四街道
市みどりの市民協議会」の一員とし
て、参画し、市民案を提出した。

○里山保全活動の実施
（１）四街道市内の里山（郷土の森
等）の整備を実施（但し、現在休
止）
（２）成田市遠山小学校の里山（駒
の森）の整備を実施

○自然観察会の実施：四街道市
内の里山、谷津田及び隣接の千
葉、佐倉地区の里山等、全13区
域について定期的に自然観察会
を行っている。（月４～５回）

印旛沼広域環境研
究会

平成14年～18年まで、５年間、佐倉市
立白井小学校5年生に無農薬有機肥料｢
米の精」（コメヌカペレット）を実
施。生物の多様性が別紙の通り実証さ
れ、１２月３日（日）佐倉市志津コ
ミュニティセンターにて「白井小田ん
ぼの生き物たち」（別紙）発表するこ
とになっている。（なお、このフォー
ラムは「印旛沼あっぷ事業」という型
で、ＮＰＯ推進課の委託事業となって
いる。）

各種調査結果、ＮＰＯ印旛ニュース 一昨年、国連大学において「農業と生
物多様性の調和的発展について」とい
うテーマでフォーラムが行われた。水
田・谷津田・里山・畑等の荒廃は生物
の多様性が急速に失われてしまいまし
た。今、農林水産省は来年度よりやっ
と「農地・水・環境の保全向上のため
に」という事業を行うことになりまし
た。私たちの環境問題の課題は如何に
行政の縦割りを修正することができる
かにあると思う。

― ―

花見川の環境を守
る会

里山活動の里山手入れ作業（草刈り、
枝打ち、みつかぎ、つたひき、伐採作
業）に入る前の里山の① 地権者調査
者：昔の思い出、好悪の歴史語り② 樹
木調査③ 手入れ作業前の打合せの生き
物の観測④ 沼森川海の生き物調査

大家山,dájia de shán　みんなの山と
してまとめ（大家山は、地図の名前で
なく、地元の人が言い習わしている名
前（「将軍家の山」の意）で、中国読
みし、それを「みんなのやま」と再
び、日本話にした。生物多様性やふれ
あい、にぎわいを示す。）

花見川は５大名所に選ばれました。こ
の活動を森川海に広げていきたいもの
です。日本や世界に広がる生物の多様
性、子供や高齢者がつどいあう福祉に
満ちた自然を健全にしたいものです。
自然エネルギーに関して、資金の援助
をもう少しいただきたい。私たちの活
動がミュージアムです。

千葉の海山川について
①子供や高齢者の世代を超えたふれ
あいの公園とする事業
②バイオマス・炭・自然エネルギー
の促進
③生活の環境形の自然浄化のﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ
④子供の環境教育

花見川の環境を守る会は千葉市
のボランティア、体験学校受け
入れ団体として登録。自然の中
での清掃活動、腐葉土作りから
のエコ農業へのイベント。

八千代自然と環境
を守る会

１．水辺の環境調査（自然度と水質）
年１回
２．保品間谷谷津での植物調査

○在来野草保存活動10年の歩みと保品
野草保存園周辺の植物目録
○八千代市湧水マップ

―

１．在来野草保存活動として、八千
代市保品間や谷津の休耕田を借り
て、保品野草園を維持管理
２．ＮＰＯ祭り、生協祭りなどでの
出展
３．2002年八千代市水辺の環境調
査、2005年千葉県印旛沼周辺の水草
調査当への協力

1．自然観察会等の開催：毎年、
１～２回程度、一般公募の観察
会を開いている。2006年度は4月
に「春の谷津田を歩こう」、11
月に「花見川に鳥を見に行こ
う」を自然観察指導員の協力を
得て行った。
２．毎年５月に、市営プールで
「プールのヤゴを助けよう」
を、夏休みに親子トンボ教室を
開催

船橋のカザグルマ
をまもる会

Ｈ12年５月に会を設立し、船橋市に残
在する絶滅危惧種Ⅱ類のカザグルマの
保全とさし木による増殖を行ってい
る。

千葉県立中央博物館からも調査に来て
頂いている。

行政（船橋市）に保全対策を依頼して
いる。

自生地の学区の小学校６年生が総合
学習の一つとして毎年さし木の講習
を実施し、今年は3年目の苗木を校
庭に移植している。
カラスウリの繁殖がすさまじく、カ
ザグルマが負ける傾向にあり、カラ
スウリの根の除去を行う必要があ
る。

カザグルマの紹介のリーフレッ
トを作成している。

江戸川の自然環境
を考える会

利根川運河の動植物調査

―

○利根運河エコミュージアムの提案
○国の堤防事業に対し、設計変更を申
し入れ具体的提案を行い堤防を大きく
曲げる変更が行われた。（2002、市川
市里見公園近く河川左岸堤工事中）

―

○河川環境問題を中心に、湖
沼、谷津田、里山、緑地森を含
めた水環境干潟など流域を見て
考える観察会を毎月行い、この
12月で136回を数えている。
○毎月７月第４（土）に江戸川
流域シンポジウムを開催。メイ
ンの講師の他に国交省江戸川と
市の行政も参加した意見交換の
場として13年間続けている。
○歩いて見よう利根運河冊子発
行ＰＲ

○日本で初めての第１回里山シンポ
ジウム（流山市にて、財団法人日本
野鳥の会と共催）
○全国密獲対策連絡会など
○ブリスベン市での湿地再生国際
ワークショップ
○ブリスベン市とのさまざまな国際
協力
○ブリスベン市との湿地再生に関す
る多様なシンポジウム開催

○年百回以上の探鳥会開催など
○千葉港ポートパークにおける
夏休み親子干潟観察指導　　国
交省　（３年継続）
○盤洲干潟における国交省港湾
局管理職研修指導　国交省
（３年継続）
○国交省管理職研修会指導（Ｎ
ＧＰと行政の湿地再生に関し
て）　国交省
○エコマインド養成講座指導
千葉県環境財団（毎年）
○その他、学校、企業に向けた
自然観察指導　多数回

日本野鳥の会千葉
県支部
ＮＰＯ法人野鳥ち
ば

(自然保護課委託事業)
※その後随時独自調査（継続中）
○三番瀬スズガモなど消化管内容物調
査○三番瀬シギ・チドリ採餌状況調査
○千葉県内のサギ類コロニーの調査活
動
※その後独自調査（継続中）
○千葉県内の猛禽類の生息調査○千葉
県内の夜行性鳥類の生息調査（全３次
にわたる）○利根川河川敷におけるオ
オセッカ生息状況調査
（企業庁委託調査）
○富津埋立地における鳥類生息調査
（全３次にわたる）
（港湾空港技術研究所委託調査）
○盤洲干潟に飛来する鳥類の同定およ
び計測業務
（独自調査）
○利根川流域におけるコジュリン生息
状況調査○印旛沼におけるサンカノゴ
イ生息状況調査（継続中）○三番瀬と
谷津干潟の間の渡り鳥移動調査（全３
次）○三番瀬と谷津干潟の間を移動す
る渡り鳥の飛行高度調査○東京湾にお
けるスズガモ生息動態調査（継続中）
○東京湾奥部における青潮発生動向調
査（継続中）○谷津干潟のアオサが渡
り鳥に与える影響に関する調査（継続
中）○アオサの生育条件調査（室内実
験）（継続中）○千葉県内のオオタカ
繁殖状況調査（継続中）○洲崎を秋季
に通過する渡り鳥調査（３次にわた
る）○富津岬を秋季に通過する渡り鳥
調査（継続中）○千葉県内のカワウコ
ロニーに関する調査（継続中）

支部報「ほおじろ」（月刊）の鳥だよ
り覧、ＨＰ上の鳥
※現在集計中

三番瀬再生、印旛沼北部などに関する
意見多数回あり。盤洲の自然環境保全
地域化への報告。
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北総トンボ研究会 　―

流山市市野谷の森のトンボ調査報告※
英訳したものは国際トンボ学会などに
報告した。 　― 　― 　―

利根運河の生態系
を守る会

猛禽類生態調査、植物調査（利根運河
の花ごよみ発行）

　―

里山ﾐｭｰｼﾞｱﾑの提案の提案を野田市に行
い成果を上げた。

　― 　―

ＮＰＯ　人づくり
街づくり　環境づ
くり

ー ー

○我県をアジアの静脈郵送基地とする
構想案（千葉県、日本鉄道貨物輸送へ
提案）○佐倉　地域水循環構想（佐倉
市役所へ提案）○地域水循環、浄化構
想ー印旛沼浄化並びに下水未整備地区
浄化ネットワーク構想（佐倉市役所へ
提案）○極東渡り鳥保護構想（県、市
民へ提案）○親水性環境教育公園（造
成）、宿泊体験型エコ施設（市、市民
へ提案）

○津田保全、環境教育活動
○子どもの自然遊びを通じて自然に
接し環境を体得する活動
○親水性環境教育公園（造成）
１,３００坪に池を配しメダカ・タ
ナゴを飼い井戸を穿ち風力・ソー
ラー発電で揚水供給
○農業向けクリーンエネルギー装置
○上総掘り活動
○竹林利用安価構造物建設活動

○津田保全、環境教育活動、渡
り鳥を含む自然観察会○子ども
の自然遊びを通じて自然に接し
環境を体得する活動、渡り鳥を
含む自然観察会○親水性環境教
育公園（造成）１,３００坪に池
を配しメダカ・タナゴを飼い井
戸を穿ち風力・ソーラー発電で
揚水供給
○農業向けクリーンエネルギー
装置○上総掘り活動○竹林利用
安価構造物建設活動

有害化学物質を考
える患者と市民の
会

○県内行政機関管理地における殺菌・
消毒等農薬使用の実態調査
○私有地（団地・マンション等）の現
状調査
○調査ヶ所の対応状況・取り組み等の
現状調査

○調査結果（柏市・松戸市・佐倉市・
酒々井町）
○環境中の化学物質に関する書物・刊
行物・新聞切抜き等

○実際調査：各自治体での化学物質使
用量・種類等（業者・自治体・管理組
合）、市民調査・患者数把握（化学物
質過敏症）○将来起こり得る事態の予
測検討○国や県・市・各自治体住民の
連携・役割分担の交渉○取り組みが進
んでいる海外からの協力要請○市民・
学校教育○佐倉市下志津谷津田公園造
成（市、市民へ提案）：市民債での資
金化を図る※来春から協働検討が始ま
る予定○上総堀り２号井戸活動（市民
へ提案）※来春から○市民有機農園構
想（市民へ提案）※来春から

行政・他団体との話し合い、協力会
議

○勉強会、講演会の開催
○各環境団体への協力呼びかけ

（財）佐倉緑の銀
行

（独自調査）
○（仮）佐倉西部自然公園ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
（佐倉市より受託調査）
○佐倉市西御門環境保全ゾーン自然環
境調査
○畔田沢流域植物調査

― ―

○畔田体験活動：自然公園予定地内
での里山保全市民活動を支援（総額
５万円）
○特定の動植物保護活動：市民団
体・土地所有者に各3000円／年支
援、18年度　ミズオオバコ、コウホ
ネ
○鷹匠清水ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ保全活動支援事
業：私有地を無償で借り受け、市民
団体に保全を任せる。財政支援有
（約５万円）

○シンポジウム「佐倉の谷津を
考える」共催
○ケビンと歩こう観察会：年３
回共催（佐倉市、仲間の会）
○巨木観察会、バードウオッチ
ング　各年１回開催

野田自然保護連合
会
グループうえっと

○動植物の現況調査：当該年度におけ
る確認動植物の目録を行政（野田市）
に提出（受託調査）・・平成１０年度
から

○野田市の生き物マップ「大切にしよ
う！野田の自然」平成１３年刊
○現地掲示板を利用した情報提供
○ミニコミ紙による情報提供
○当該年度における活動報告を行政
（野田市）に提出（受託条件）

○保全活動の年間計画の作成とその実行 ○保全活動（除草、不法投棄ゴミの
撤去）
○特定の動植物の保護：環境を保全
することによってオオセスジイトト
ンボ、オオモノサシトンボとともに
環境省ＲＤ絶滅危惧Ⅰ類（ＣＲ＋Ｅ
Ｎ）、（千葉県ＲＤカテゴリー
Ａ）、コバンムシ（千葉県ＲＤカテ
ゴリーＸ）の保護を行っている。
○水中の環境を保つ為のオオクチバ
ス対策（伊豆沼式人工産卵床の設
置）
○沼内に防釣鉄線を張り、ルアー釣
が出来ないようにしている。（対オ
オクチバス、カムルチー、釣り人に
よる踏み荒らし対策）

○自然観察会の開催

　―

「自然通信」の発行○トンボ調査に基づく環境比較の試み
（トンボの生息種を評価して東葛地域
のまちの環境度を比較）※英訳はＩＵ
ＣＮ（国際自然保護連盟）などで高い
評価○ニホンアカガエル卵塊調査にお
ける考察（2003）○ニホンアカガエル
産卵復活に向けた実践的取り組み
（2004）○ニホンアカガエル卵塊調査
と復活作戦成果（報告書）（2006）○
赤トンボ分布調査に基づく比較研究
（東葛、北総、上総）（2004）○「ア
キアカネは利根川を下るか」6608顕捕
分類調査（2005）○２１ヶ所の赤トン
ボ調査6399顕捕分類調査（2006）○東
葛348社鎮守の森の樹木調査研究：20世
紀末の記録として○小櫃川流域のトン
ボ調査写真報告兼源流～河口まで３年
間の調査○松戸市坂川の魚類調査継続
中○江戸川・利根川流域の魚類調査継
続中

自然通信社 　― 　―

１５８



 

１６１ 

３ 戦略策定までの経過 

 
 
平成１８年                               

９月 １日 県環境生活部自然保護課に県戦略策定のための生物多様性グル

ープを設置。 
１０月１６日 「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会を設置。第１回委

員会を開催。 
２２日 環境づくりタウンミーティングを開催（１２月２３日まで、計

２０回開催）。 
１１月１３日 第２回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 

２４日 第１回生物多様性庁内連絡調整会議 
１２月１８日 第３回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 

２１日 第２回生物多様性庁内連絡調整会議 
２３日 環境づくりタウンミーティング総括大会 

 
平成１９年                                   

 １月１５日 第４回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 
   ２２日 第３回生物多様性庁内連絡調整会議 
２月２４日 第５回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 

 ３月１２日 第６回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 
   １４日 第４回生物多様性庁内連絡調整会議 

２６日 第７回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 
 ５月 ９日 第１回ちば生物多様性県民会議 
   ２５日 戦略グループ会議（９月１日まで３２グループで開催） 
７月２８日 第２回ちば生物多様性県民会議 

３１日 第８回「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 
 ８月 ８日 地球温暖化と生物多様性 パネルディスカッション（主催：千葉

県・千葉県教育委員会、会場：千葉県立千葉女子高等学校） 
１６日 第５回生物多様性庁内連絡調整会議 
１８日 第３回ちば生物多様性県民会議 

 ９月 ２日 第４回ちば生物多様性県民会議 
 



 

１６２ 

１０月１０日 第６回生物多様性庁内連絡調整会議 
１５日 「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会及び「ちば生物多

様性県民会議」それぞれから戦略への提言が知事に手渡される。 
２７日 シンポジウム：地球温暖化と生物多様性（主催：生物多様性

JAPAN、会場：OVTA） 
 
平成２０年                                  

 １月１９日 シンポジウム：親子で学ぶ地球温暖化と生物多様性（主催：千

葉県、会場：現代産業科学館） 
   ２１日 千葉県環境審議会に「生物多様性ちば県戦略（案）」を諮問。 

２５日 千葉県環境審議会自然環境・鳥獣合同部会で「生物多様性ちば

県戦略（案）」を審議。 
   ２５日 「生物多様性ちば県戦略（案）」のパブリックコメントを開始（２

月１５日まで）。 
 ２月 ３日 生物多様性ちば県戦略（案）の説明会 
   １１日 生物多様性ちば県戦略（案）の説明会 
   １９日 千葉県環境審議会自然環境・鳥獣合同部会で「生物多様性ちば

県戦略（案）」を審議。 
３月 ８日 国内シンポジウム：地球温暖化と生物多様性（主催：生物多様

性 JAPAN、会場：幕張メッセ国際会議場） 
 ９日 国際シンポジウム：地球温暖化と生物多様性 from ちば（主催：

ちば生物多様性県民会議・千葉県・千葉県教育委員会・千葉県

立中央博物館・生物多様性 JAPAN・2008 年Ｇ8 サミット NGO
フォーラム環境ユニット、会場：幕張メッセ国際会議場） 

１４日 気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な開発に関する閣

～１６日 僚級対話（G20 グレンイーグルズ閣僚級対話） 
２６日 生物多様性ちば県戦略を策定。 

 
 



                             

１６３ 

４ 生物多様性ちば県戦略策定に係る検討状況 

 

１ 「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 

（１）設  置：平成１８年１０月１６日委員会設置 

（２）委  員：動植物の生態、自然公園等に関する学識経験者８名   

（会長：大澤雅彦 東京大学大学院教授） 

※ タウンミーティングに関わった市民等４名がオブザーバー参加 

※ 毎回、傍聴者からの意見も求めて検討が行われている。 

（３）開催期間：１８年１０月１６日～１９年７月３１日（８回開催） 

（４）検討内容：生物多様性に関する理念・現状認識・課題抽出、 

保全・復元の方針の検討、保全・復元の対策・体制の検討等 

（５）提  言： １９年１０月１５日に「提言」を知事に提出  

 

２ タウンミーティングの開催 

（１）開  催：県民・ＮＰＯが企画・運営する地域ごとの実行委員会 

（２）開催期間：１８年１０月２２日～１２月２３日（開催回数：２０回） 

（３）開催場所：千葉・東葛地域を中心に、大網白里町、香取市、山武市、君津市、 

いすみ市、南房総市まで、県内各地で開催。 

（４）参加人数：１，２８２名 

（５）総括大会：１２月２３日に中央博物館において、これまでのタウンミーティングの

報告や論点整理、パネルディスカッションを実施。知事出席。 

（６）意  見：里山保全、農林漁業への支援・活性化、農薬の空中散布による影響、 

環境教育、行政の取組（情報・研究センターの設置 等） 

※ タウンミーティングのテーマには、環境基本計画の見直し、環境学習基本方針の見直し、

ちば環境再生計画の見直しも含む。 

 

３ ちば生物多様性県民会議 

（１）開  催：ちば生物多様性県民会議実行委員会 主催（代表 手塚 幸夫 氏） 

（２）開催期間：１９年５月9日～９月２日（提言を検討：４回、参加者：４６４名） 

（３）活動内容：県戦略の策定に参画するとともに事業の進行管理、評価を行う     

        戦略の見直し作業に参画する 等 

（４）戦略グループ会議：個別テーマ毎３２のグループを設置  

        １９年５月２５日～９月１日（３６回、参加者１，１２４名） 

（５）提  言：１９年１０月１５日に「提言」を知事に提出  

 

４ 生物多様性庁内連絡調整会議 

（１）構 成 員：４０課・室、研究所の室長等 

（２）開催状況：これまでに６回開催（１８年１１月２４日～１９年１０月１０日） 

（３）検討内容：「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会、県民会議における検討状

況の説明、意見交換等 



回 日時 場所 議題

－
平成18年10月16日(月)

午後1時30分～午後3時

千葉～三番瀬～盤洲干潟～
富津岬～鹿野山～大福山～
勝浦～夷隅川河口～九十九
里浜～千葉

現地視察（ヘリコプター）

１　（仮称）生物多様性ちば県戦略策定の基本的考え方について

２　千葉県における生物多様性の現状と課題について

３　その他

１　３つの危機に即した現状の整理について

２　生物多様性の取り組み事例について

３　提言の構成案について

４　その他

１　環境保全等に係る取り組み事例について

２　タウンミーティングにおける意見の概要について（中間報告）

３　提言の構成案について

４　その他

１　タウンミーティングにおける意見の概要について

２　提言の構成案について

３　その他

１　提言案について

２　その他

１　提言案について

２　その他

１　提言案について

２　その他

１　提言案について

２　その他

第8回

平成19年7月31日(火)

　午後1時30分～
　午後4時30分

第5回

第4回

第6回

第7回

平成19年3月12日(月)

　午後1時～午後3時

平成19年3月26日(月)

　午後1時～午後5時

第3回

平成19年1月15日(月)

　午後5時～午後9時

平成19年2月24日(土)

　午後1時～午後6時

千葉県労働者福祉センター

４階４０２会議室

千葉県庁中庁舎

３階第１会議室

千葉県庁本庁舎

５階大会議室

ホテルプラザ菜の花

３階大会議室「菜の花」

平成18年12月18日(月)

　午後5時～午後9時

千葉県庁中庁舎

５階　大会議室

千葉県庁中庁舎

１０階　大会議室

「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会の開催状況

第1回

第2回

平成18年10月16日(月)

午後4時～午後7時30分

千葉県庁中庁舎

３階第１会議室

平成18年11月13日(月)

午後5時～午後8時20分

ホテルプラザ菜の花

４階会議室「槙」

１６４



１６５ 

 「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会 委員名簿 

 

＜委 員＞ 

会 長  大澤 雅彦  東京大学大学院教授 

親泊 素子  江戸川大学教授 

仲岡 雅裕  千葉大学大学院准教授 

中村 俊彦  千葉県立中央博物館副館長 

長谷川雅美  東邦大学教授 

羽山 伸一  日本獣医生命科学大学准教授 

副会長  原 慶太郎  東京情報大学教授 

吉田 正人  江戸川大学教授 

以上８名  

＜オブザーバー＞ 

金親 博榮  谷当グリーンクラブ 

佐野 郷美  市川緑の市民フォーラム 

田畑 貞寿  県環境審議会自然環境部会長 

手塚 幸夫  夷隅郡市自然を守る会 

以上４名 

（５０音順、敬称略）  
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「(仮称) 生物多様性ちば県戦略」専門委員会設置要綱 
 

（目的） 
第１条 千葉県における生物多様性の実態を明らかにするとともに、生物多様

性の保全・再生及び持続可能な利用について、施策の方向性及び取組を

示すための「(仮称)生物多様性ちば県戦略」策定にあたり、必要事項を検

討することを目的として、「(仮称)生物多様性ちば県戦略」専門委員会（以

下「専門委員会」という。）を設置する。 
 
（選任） 
第２条 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 
  ２ 委員の任期は１年とする。 
 
（構成） 
第３条 専門委員会は８名で構成する。 
 
（検討事項） 
第４条 専門委員会は次の事項を検討する。 

（１）生物多様性の現状の把握 
（２）生物多様性に係る課題の抽出 
（３）生物多様性への対応に対する基本的な考え方 
（４）その他専門委員会の目的を達成するために必要な事項 

 
（会長等） 
第５条 専門委員会に会長１名及び副会長１名を置く。 
  ２ 会長は、委員の互選により定める。 
  ３ 副会長は、会長の指名により定める。 
  ４ 会長は、会務を総括し、専門委員会を代表する。 
  ５ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
 
（会議の開催） 
第６条 専門委員会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が会議の議長

となる。 
  ２ 会長は必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くこ

とができる。 
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  ３ 会議は、専門委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
 
（事務局） 
第７条 専門委員会の事務局は、千葉県環境生活部自然保護課に置く。 
  ２ 事務局は、専門委員会の運営に必要な事務を行う。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は専門委員会において定める。 
 
附 則 
  この要綱は、平成１８年１０月１６日から施行する。 



－－千葉県環境基本計画、（仮称）生物多様性ちば県戦略、千葉県環境学習基本方針、ちば環境再生計画、の見直し、策定に向けて－－

環境づくりタウンミーティング　開催状況

開催日 時刻 地　域 会　　場 名　　称 主催団体
参加
人員

1
10/22
（日）

13:00
～
17:00

千葉市 あすみが丘プラザ ESD地域ﾐｰﾃｨﾝｸﾞin土気 緑の環・協議会 ４８人

2
10/27
（金）

17:00
～
18:10

船橋市 船橋市北部公民館
環境づくりタウンミーティング（印旛沼わ
いわい会議後）

環境パートナーシップちば ２５人

3
11/9
（木）

17:20
～
18:20

成田市 成田国際文化会館
生命のにぎわいとつながり（印旛沼わい
わい会議後）

手賀沼・印旛沼生物多様性保全･再生
実行委員会

３０人

4
11/19
（日）

13:20
～
16:20

千葉市 幕張公民館
・講演会  農薬を使用しない環境にやさし
い庭つくり
・生物多様性の保全について

農薬空中散布反対千葉県ネットワーク １５人

5
11/24
（金）

18:00
～
20:30

大網白里町 大網白里町中央公民館
生物多様性保全について　大網白里町
からの提案

環境会議おおあみしらさと２１ ２７人

6
11/25
（土）

13:00
～
17:00

東葛・葛南 和洋女子大学・東館
東葛・葛南地区生物多様性タウンミー
ティング

環境タウンミーティング東葛・葛南実行
委員会

４２人

7
11/26
（日）

13:30
～
16:00

香取市 佐原中央公民館
「千葉県の環境づくり」タウンミーティング
香取地域からの提案

「千葉県の環境づくり」タウンミーティング
実行委員会　香取グループ

５７人

8
11/26
（日）

13:30
～
16:30

千葉県「生物多様性ちば戦略」四街道タ
ウンミーティングＰＡＲＴ１
「２１世紀も人間は動物である」

１００人

9
12/10
（日）

13:00
～
16:30

千葉県「生物多様性ちば戦略」四街道タ
ウンミーティングＰＡＲＴ２
「生物多様性の重要性について」

７７人

10
11/28
（火）

18:30
～
21:00

千葉市 千葉市民会館
環境づくりﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞinちば「千葉県環
境学習基本方針」について

環境づくりﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞinちば実行委員
会

３９人

11
12/2
（土）

13:30
～
16:00

佐倉市
佐倉市役所社会福祉セン
ター大会議室

命のにぎわいと印旛沼ーー谷津田・里山
そして川

環境タウンミーティングちば佐倉グルー
プ実行委員会

７０人

12
12/4
（月）

14:00
～
16:30

君津市 君津市役所
君津地域における生物多様性保全と市
民生活のかかわり

君津地域タウンミーティング実行委員会 ８０人

13
12/9
（土）

13:30
～
16:30

山武市 山武市成東文化会館
環境・自然・里やまの山武市タウンミー
ティング

環境・自然・里山のタウンミーティング実
行委員会

６２人

14
12/10
（日）

13:00
～
16:15

千葉市 千葉県立中央博物館 環境タウンミーティングちば 環境ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞちば ７０人

15
12/10
（日）

13:30
～
16:15

印西市
東京電機大学　福田ホー
ル

北総里山タウンミーティング
－生物多様性ちば県戦略づくりにむけ
てー

北総里山タウンミーティング実行委員会 ２１０人

16
12/12
（火）

15:30
～
17:30

我孫子市・
柏市

柏市民活動センター
生物多様性ちば県戦略タウンミーティン
グ

千葉県の生物多様性を考える会 ３７人

17
12/16
（土）

17:00
～
20:00

いすみ市 いすみ市役所 外房地区タウンミーティング 外房地区タウンミーティング実行委員会 ５０人

18
12/17
（日）

11:00
～
12:30

松戸市 松戸市市民会館 千葉県の環境づくりﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 環境ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ松戸 ５２人

19
12/17
（日）

13:30
～
16:00

南房総地域 ろくすけ
わくわくする里づくりの実践
～地域の声よ、想いよ、とどけ～

安房地域実行委員会・千葉自然学校 ２１人

20
12/23
（土）

13:00
～
16:30

千葉市 千葉県立中央博物館 環境タウンミーティング　総括大会
「千葉県の環境づくり」タウンミーティング
実行委員会

170人

タウンミーティング四街道実行委員会四街道市 四街道市文化センター

　　　　　　　　　　　　　　参加者総計　1,282名

１６８



グループ テーマ 日　時 場　所 共同主催団体 代表者

1
谷津田の生物多様性保
全

伝統的農業がになう谷津田の生
物多様性

５月２５日
18:00～20:00

県庁１階多目的ﾎｰﾙ
ちば環境情報センター
ちば・谷津田ﾌｫｰﾗﾑ

小西由希子、
田中正彦

2 歴史・文化と生物多様性
国際社会における生物多様性の
今昔

６月２１日（木）
18:00～

池上本門寺（大田区） NPOﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾌｪ 外川宏予

3 化学物質と生物多様性
都市にある緑（街路樹含む）と生
物と人の暮らし方

６月２１日（木）
10:00～12:00

東葛飾合同庁舎　　　　　　6階
第１会議室

中岡丈恵、
茂木久子

4
土木技術者の生物多様
性

施工事例から見た生物多様性
６月２３日（土）
13:30～16：30

香取建設会館（香取市佐原北） 香取地域建設業者 城之内健一

16
北総域の生物多様性保
全

（仮）北総の里山と生物多様性
６月２４日（日）
13:30～

白井市白井保健福祉センター
２階会議室

北総里山クラブ　　外
上西　忠、
丹澤正直

5 教育と生物多様性
生き物と子供との距離　未来の大
人達＝子供達のために今の大人
達が出来ること

６月２９日（金）
18:00～20:00

木更津市立中央公民館３階会
議室

木更津生物多様性県民会議
実行委員会

吉岡啓子

6 農林業と生物多様性
（仮）田んぼのなりわいと生物多
様性

６月３０日（土）
13:00～17:00

佐倉市内：印旛沼土地改良区
会議室

印旛沼土地改良区　　高橋修 金親博榮

7
情報･研究ｾﾝﾀｰと生物多
様性

生物多様性センターの役割としく
み

６月３０日（土）
13:00～16:00

県立中央博物館
NPO法人千葉まちづくりサ
ポートセンター

栗原裕治

8 水循環と生物多様性
「水循環と生物多様性」～湧水と
生物の場を見て考えて見ましょう
～

６月３０日（土）
10:00～15:30

午前：大藪池（観察会）
午後：越智公民館（緑区、講演
会と話し合い）

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば、ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ土気、耕さない田んぼの
会、千葉工大（学生）

桑波田和子、
荒尾繁志

9 里山と生物多様性
生物の多様性がささえる里山の
生業

７月１日（日）
10:30～16:00

県立中央博物館
里山シンポジウム実行委員
会，下泉・森のサミット

鈴木優子

10
私達大網白里町の生物
多様性保全

私達大網白里町の生物多様性保
全・再生

7月4日（水）
18:00～20:00

大網白里町中央公民館

九十九里の自然を守る会大
網白里、自然観察と史跡探
訪大網白里町ウォーキング
会

田邊宏雄・
武井實

2,2 歴史・文化と生物多様性
農産物輸入マーケットに改造され
た現代日本における自給自足の
再生と交易バランス

7月7日（土）
15:30～

ｵｰｶﾞﾆｯｸ　ｶﾑｰ（ﾚｽﾄﾗﾝ：松戸市
日暮1-10-5）30名

（株）ｱｲ・ﾃｨｰ・ｵｰ 外川宏予

11 埋立地と生物多様性
生物多様性と失われた自然とそ
の再生のはじまり

７月１１日（水）
18:00～21:00

ﾍﾞｲﾀｳﾝｺｱ・講習室 　　　（千葉
市美浜区）

NPO法人幕張海浜公園を育
てる会

那須智子

12
遺伝子組換え作物と生
物多様性

遺伝子組換え作物と生物多様性
７月11日（水）
18:00～

県庁１階多目的ﾎｰﾙ      未定 小西由希子

13 有機農業と生物多様性 有機農業と生物多様性
７月１４日（土）
13:00～17:00

県立中央博物館・講堂

有機農ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議実行委員
会（モンスーン・ファーム、真
澄農園、NPO法人ﾄｰｼﾞﾊﾞ、田
子作の会

玉木哲太郎
手塚幸夫

14 農林業と生物多様性
農業と地域環境の保全について
考える

７月１５日（日）
13:00～１7:30

富里市農協会館2階中会議室
富里市農業協同組合
仲野隆三

金親博榮

15 まちづくりと生物多様性
市民参加のまちづくりと生物多様
性

７月19日（木）
18:30～20:30

千葉大学西千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ自然科
学系総合研究棟５階セミナー
ﾙｰﾑ

NPO法人千葉まちづくりサ
ポートセンター

福川裕一
栗原祐治

16,
2

北総域の生物多様性保
全

”里山に囲まれたまちづくり”をめ
ざして、私たちの提案

７月２０日（金）
19:00～21:00

白井保健福祉ｾﾝﾀｰ３階（白井
市役所隣）

北総里山クラブ　　外
上西　忠、
丹澤正直

17 里海と漁業と生物多様性 里海と漁業と生物多様性
７月21日（土）
14:00～17:00

いすみ市大原文化センター　大
会議室

夷隅郡市自然を守る会
伊藤幹雄、
中村松洋

18
さくら生物多様性保全ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ：こども谷津田フェス
タ

下志津畔田の自然公園の湿地を
利用した冬期湛水・不耕起・無農
薬稲作などで生物多様性の再生

７月２２日（日）
10:00～１4:00

（仮称）佐倉市西部自然公園
（下志津畔田）予定地

さくら生物多様性保全ちば県
民会議実行委員会、NPO法
人　人づくり街づくり環境づく
り「たつのこ村」、佐倉市

佐々木裕

20 たねと生物多様性 たねと生物多様性
7月２３日（月）
13:30～16:30

財団法人花と緑の農芸財団（山
武郡芝山町芝山４１０）

千葉県ﾛｰｶﾙｼｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾅ
ﾁｭﾗﾙｼｰﾄﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾓﾝｽｰﾝ・
ﾌｧｰﾑ、種子ﾈｯﾄ、みんなの種
宣言、ＣＳＯﾋﾟｰｽｼｰﾄﾞ

荒井真理子

21
手賀沼流域の生物多様
性保全

より広域的な視点を取り入れ生
物多様性を保全

７月２５日（水）
18:30～20:30

柏市民活動センター会議室（柏
市柏1-5-18）

手賀沼森友会 松清智洋

19 野生動物と生物多様性 野生動物と人間の共生
7月３０日（月）
午後

千葉県農業総合研究センター
（千葉市緑区）

     未定 中野真樹子

22 山砂採取と生物多様性 山砂採取と生物多様性
8月9日（木）
18:00～20:30

県庁１階多目的ﾎｰﾙ
残土・産廃問題ネットワーク・
ちば（代表者　井村弘子）

板垣勝弘

23 山・川・海の生物多様性
自然豊かな安房の山、川、海を
守る

8月17日（金）
10:00～17:00

南房総市丸山公民館大会議室 共催者：三瓶雅延、遠藤勇 水嶋良昭

24
合成洗剤類を1/10に減
らす会

川・海を汚す原因は70％といわれ
ている物をなんとかしたい

8月17日（金）
10:00～17:00

南房総市丸山公民館大会議室
（水嶋氏のグループと合同開
催）

    未定 秀島徹哉

25 ビオトープと生物多様性
8月24日（金）
13:00～16:30

県立船橋芝山高校
千葉県高等学校教育研究会
生物分科会ビオトープ研究班
（北川裕之、山田純稔）

佐野郷美

19,
2

野生動物と生物多様性
海生哺乳類の保全と地域活性、
油流出事故時における野生生物
救護問題

8月24日（金）
17:00～20:30

銚子市・銚子海洋研究所（外川
漁港）集合：同研究所ｸﾙｰｽﾞ発
着所

銚子海洋研究所、九十九里
浜自然誌博物館、夢鯨の会、
IFAW,JEDIC

中野真樹子

26
都市の中の川と生物多
様性保全

都市の中の水辺の景観と生物多
様性（～15:00海老川をｴｸｽｶｰｼｮ
ﾝ）

8月25日（土）
12:50～17:00

12:50～　海老川ｺｰｽ
15:00～船橋女性ｾﾝﾀｰ研修室

  　未定
佐藤聡子
薮内俊光

27 脱残土・産廃
農地が変わる、皆で聞こう、農地
は？農業は？

8月25日（土）
13:20～16:45

千葉市文化センター５Fセミナー
室（千葉中央公園前）

残土・産廃問題ネットワーク・
ちば（代表者　井村弘子）

藤原寿和
井村弘子

28 農薬空散と生物多様性 農薬空中散布を止めさせよう
8月26日（日）
18:30～21:00

千葉市生涯学習センター研修
室（40名）

有害物質から子どもを守る
ネットワーク

井村弘子

29
源流域と生物多様性保
全

8月26日（日） あすみが丘ﾌﾟﾗｻﾞ 緑の環・協議会 奥山淳

30 都市緑地と生物多様性 8月28日（火） 関さんの森
「都市緑地と生物多様性」実
行委員会

川北裕之
山田純稔

31
多様な住民・企業による
環境アクション創出

8月30日（木）
10:00～12:00

千葉工業大学
印旛・手賀沼環境アップ協議
会

岩波初美

32
ものづくりの夢　生物多
様性

泡沫（ぬめり）のものづくり　生物
多様性

9月1日（土）
10:00～12:00

千葉県立安房博物館　　会議
室

平川眞人

ちば生物多様性県民会議　戦略グループ会議　一覧
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１７１ 

  「ちば生物多様性県民会議実行委員会」役員名簿  

 

 

代   表   手 塚 幸 夫 

副 代 表   金 親 博 榮 

      副 代 表   小西由希子 

副 代 表   佐 野 郷 美 

副 代 表   鈴 木 優 子 

副 代 表   上 西  忠 

事 務 局 長   栗 原 裕 治 

事務局次長   伊 藤 幹 雄 

以上８名 

（敬称略） 



１７２ 

 

 

人間が他の動物たちより 

ほんの少し優れているのは 

月へ行った宇宙ロケットや 

コンピューターを作ったからではない 

ほんの少し優れているのは 

他のものを思いやるやさしさと 

他のために嘆くことができる 

心があるから・・・・ 

 

 

 
我孫子市鳥の博物館 時田賢一 作 




